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第４３０回南国市議会定例会会議録

第３日 令和５年６月14日 水曜日

出席議員

１番 杉 本 理 ２番 丁 野 美 香

３番 西 山 明 彦 ４番 神 崎 隆 代

５番 植 田 豊 ６番 西 本 良 平

７番 浜 田 憲 雄 ８番 斉 藤 喜美子

９番 岩 松 永 治 １０番 西 川 潔

１１番 土 居 恒 夫 １２番 有 沢 芳 郎

１３番 中 山 研 心 １４番 前 田 学 浩

１５番 村 田 敦 子 １６番 岡 崎 純 男

１７番 野 村 新 作 １８番 浜 田 和 子

１９番 土 居 篤 男 ２０番 福 田 佐和子

２１番 今 西 忠 良

―――――――――――＊―――――――――――

欠席議員

な し

―――――――――――＊―――――――――――

出席要求による出席者

市 長 平 山 耕 三 副 市 長 村 田 功

参事兼総務課長兼
副 市 長 北 條 邦 寿 中 島 章

選挙管理委員会事務局長

参事兼財政課長 渡 部 靖 参事兼企画課長 松 木 和 哉

情報政策 課 長 竹 村 亜希子 危機管理 課 長 山 田 恭 輔

税 務 課 長 高 野 正 和 長寿支援 課 長 中 村 俊 一

保健福祉ｾﾝﾀｰ
藤 宗 歩 環 境 課 長 横 山 聖 二

所 長

農林水産 課 長 古 田 修 章 農地整備 課 長 田 所 卓 也

商工観光 課 長 山 﨑 伸 二 建 設 課 長 橋 詰 徳 幸

都市整備 課 長 若 枝 実 住 宅 課 長 松 岡 千 左

会計管理者兼
上下水道 局 長 濵 田 秀 志 秋 田 節 夫

参事兼会計課長
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福祉事務 所 長 天 羽 庸 泰 教 育 長 竹 内 信 人

教 育 次 長 兼
溝 渕 浩 芳 生涯学習課長 前 田 康 喜

学校教育 課 長
監 査 委 員 農 業 委 員 会

中 村 比早子 弘 田 明 平
事 務 局 長 事 務 局 長

消 防 長 小 松 和 英

―――――――――――＊―――――――――――

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 野 口 裕 介 次 長 門 脇 智 哉

書 記 三 谷 容 子

―――――――――――＊―――――――――――

議事日程

令和５年６月14日 水曜日 午前10時開議

第１ 一般質問

―――――――――――＊―――――――――――

本日の会議に付した事件

日程第１ 一般質問

―――――――――――＊―――――――――――

午前10時 開議

○議長（浜田和子） これより本日の会議を開きます。

―――――――――――＊―――――――――――

一般質問

○議長（浜田和子） 日程により一般質問を行います。

順次質問を許します。14番前田学浩議員。

〔14番 前田学浩議員発言席〕

○１４番（前田学浩） なんこく市政会、前田です。通告に従いまして一般質問を行います。

まず、空き家対策です。昨日の西山議員と重なる部分もあるかと思いますが、よろしくお願

いいたします。

さて、2015年に施行されました空家対策特別措置法では、放置すると崩壊のおそれなど特に

危険性が高い物件を特定空家に指定し、撤去できるようになりました。しかしながら、実効性

が薄く、先週改正法が国会で成立いたしました。その内容は、特定空家になる前の段階での対

策強化を盛り込むもので、特定空家になるおそれのある物件を管理不全空き家と指定し、改善
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されない場合は固定資産税の減額措置が解除されます。これは、所有者に撤去など適切な管理

を促すことが狙いです。また、特定空家の撤去の際には、行政の権限強化も盛り込まれました。

これから質問に入ります。

全国的に空き家が大きな問題になっていて、国内では実に350万戸の空き家があると言われ

ております。まず、南国市における総務省統計局の調査である平成30年住宅・土地統計調査の

結果についてまずお聞きします。南国市の空き家戸数を教えてください。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 平成30年住宅・土地統計調査における南国市の空き家は3,270戸で

す。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） ５年ごとに調査をしていると聞いておりますが、分かる範囲で、空き

家の戸数の状況はこれまでどのように推移しているでしょうか。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 平成25年調査では空き家数2,910戸、空き家率13.4％、平成30年調

査では空き家数3,270戸、空き家率14.4％となっております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） その現状については、国の平均や県の平均などと比べてどのように市

の状況をお考えでしょうか。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 空き家率について、平成25年調査では国が13.5％、県が17.8％、南

国市が13.4％であり、平成30年の調査においては国が13.6％、県が19.1％、南国市が14.4％と

なっております。県内の空き家率と比較した場合は、当市の現況は低いものの、増加の傾向が

ありますので対策が必要であると考えております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） それでは、南国市内における地区別の空き家状況はどのように担当課

として把握してるでしょうか。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 平成29年に空き家実態調査を行いまして、地区ごとの空き家率を把

握しております。空き家率が高い地区は上倉地区19.4％、瓶岩地区13.9％、後免地区11.8％、

前浜10.0％となっております。
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○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 今回、私の質問は主に空き家の活用ではなくて、いわゆる危険・特定

空家についてお伺いいたします。近年、市民からの苦情件数はいかがなものでしょうか。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 空き家に関する相談の中におきまして、建物老朽化に関する相談、

苦情については、この５年間、年に10件程度、ほぼ横ばいの状態であると理解しております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 市民の安心かつ安全な生活環境を確保するために、市民の生命や財産

を脅かす特定空家については、さきの空き家戸数からどの程度特定空家の、いわゆる危険空き

家があると認識されているでしょうか。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 平成29年の実態調査において、倒壊の危険が予測される老朽度及び

危険度の高いもの、これが議員のおっしゃってる危険・特定空家に該当すると考えております

が、それが全体の16.2％、206戸となっております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 危険な空き家が206戸、ちょっと多いかなと思います。私は、以前一

般質問で稲生地区の県道沿いの空き家の対策の要望をいたしました。その県道沿いの空き家は、

小学生の通学路であり、実際に瓦が落ちてきている大変危険な状況でありました。その空き家

の除去には数年かかり、今は新しい家が２軒も建ち、若い家族が住んでおります。空き家の処

分については、多くの相続人がいたらなかなか進まないという問題もありますが、今の段階で

処理しておかないと、より深刻になってきます。

そこで、南国市の取組についてお伺いします。

現在、空き家の活用や処分についてどのような制度がありますか。活用件数も教えてくださ

い。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 南国市の実施する空き家対策は、大きく分けますと空き家バンク事

業、不動産事業者紹介事業、空き家活用住宅促進事業、空き家等の適正管理指導、老朽住宅除

却事業費補助金の５種となります。

空き家バンク事業は、市内の空き家となっている住宅のうち、宅地建物取引業者を介した売

買、交換、賃貸を行うことが困難と認められる住宅について、その所有者が希望する売却また
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は賃貸に関する情報を登録し、提供するものです。令和３年度の登録は１件で、４年度ゼロ件

となっています。

不動産事業者紹介事業は、空き家等の売買賃貸を希望する者について、その情報を市内不動

産事業者に引き継ぎ、相談対応をするものです。令和３年度の業者引受数は９件で、４年度は

11件となっています。

空き家活用住宅促進事業は、空き家所有者から市が空き家を10年間借り上げ、修繕した住宅

を空き家活用住宅として整備し、移住者等に転貸しするものです。令和３年、４年ともに１件

ずつ借り上げて改修いたしました。

空き家等の適正管理の指導は、老朽化した空き家や管理不全の空き家の草木等の管理につい

て、市民や自治会から市に寄せられた苦情に対して、関係法令に基づいて除却や管理指導等を

行うものです。令和３年度の相談件数は15件、４年度は23件となっています。

老朽除却事業費補助金制度は、所有者自らが行う空き家等の除却を支援するため、除却費用

に対する補助金制度を整備し、交付するものです。令和３年度は９件、４年度は15件の補助金

を交付いたしました。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） さきに述べました特定空家、また危険空き家について、現在何名の職

員の方が対応されてるでしょうか。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 職員１名と会計年度任用職員の空き家相談員１名、統括として住宅

係長１名の体制となっております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 私は、昨年から地区内の２件について住宅課にお願いをしております。

１件は県道通学路の家で、トタンの壁がひらひらひらひらしており、地区住民が危険性を訴え

ておりました。結局、この件につきましては時間が多く経過しても直らなかったので、地区の

大工さんが全くのボランティアで処理してくれました。大変ありがたいことです。ここの家に

ついてはもう一つ懸念材料がありまして、物干しざおが県道の、空間ですけど、県道にかかっ

ておりまして、それも住宅課にお願いしまして住宅課が建設課に指導を仰いだところ、建設課

は県の中央土木にお願いし、結局県の中央土木が対処してくれました。ここで言いたいのは、

改善、改修は当然のことながら、持ち主もしくは相続人がしないといけないのですが、地区の

ボランティアの大工さんとか県土木がやってくれたということです。
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ここでお伺いしたいのは、トタンの壁が飛んできて、人や建物、また県道ですので車などに

危害を与えたら、持ち主及び相続人に損害賠償責任が発生すると思います。そこまでの話を担

当課はしているでしょうか。特定空家、危険空き家について、具体的な地区名は言わなくても

よいのですが、実際にどのような話をしているでしょうか、お伺いします。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 特定空家に関わらず、適正な管理ができていない空き家については、

適正な管理を行い、必要な措置を取るよう記載した、指導をした書面を所有者に送付をしてお

ります。その上で、直接の対話が可能である方につきましては、管理の必要性及び被害が発生

した場合のその損害の賠償責任についても口頭での説明をしております。ただ、前田議員の御

指摘を受けまして、口頭のみの説明ではなく、全員に送付する書面におきましても、所有者と

して損害賠償責任も明記したほうがよいと判断し、今後は記載した内容に修正したものを送付

する予定にしております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） もう一件、私からお願いしている件といたしまして、古い家から、も

ちろん特定空家なんですけど、シロアリが飛んでおりまして、裏手の住民が非常に心配してい

る件です。個別の話としてではなくて構いませんが、明らかに特定空家からのシロアリにより

被害が出たことが分かる場合は、これも損害賠償責任が発生するのではないかと思いますが、

一般論として答弁を求めます。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 御指摘のとおり、所有者に損害賠償の責任が発生すると考えます。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 今回、長浜市での特定空家対策の取組について行政視察をいたしまし

た。担当課長にもその資料が渡っており、その感想を聞きたかったのですが、昨日西山議員が

尋ねましたので割愛いたします。

そこで、南国市としてすぐにできること、すぐには無理でも取り組まないといけないことは

どのようなものであると思いますか、お伺いいたします。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 終活ハンドブックですね。空き家に関するパンフレットにつきまし

ては、説明を網羅した非常に使いやすい内容、説明のしやすい内容になっておりますので、非

常に先進的な取組であると感じました。パンフレットであれば、大きな予算を必要とするよう
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なものではありませんので、内容を精査しながら作っていく、パンフレットの作成について取

り組んでいくこと自体はできるのかなと思っております。実際に、当市でも早い段階、空き家

になった時点で早い段階での対策、介入についての広報、啓発資材としては有効になると考え

ておりますので、ほか自治体の取組などを調査して、空き家対策に関する広報資材などを取り

寄せて、空き家対策に関する南国市版のパンフレットやリーフレットの作成を目指して検討し

ております。今現在、空き家相談員がその資料の収集に努めているところでございます。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 最後に、今答弁のありました長浜市が作られた空き家終活ハンドブッ

クについては、ぜひ作られて、各地区の公民館などで行われております高齢者教室なども使っ

て、住民向けに直接御説明をお願いしたいと思います。担当課長に御所見を伺います。

○議長（浜田和子） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） そのようなパンフレットが作成できました、仕上がりました折には、

高齢者教室はもちろんのこと、様々な市民の皆様が集まる場においてその機会が活用できれば、

積極的にパンフレットを利用した説明の場を持つよう努めてまいりたいと考えております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 御答弁ありがとうございました。ぜひ、よろしくお願いいたします。

次に、大きな項目の教育行政です。

まず、さきの３月議会の最終日に追加提案された件を、確認を込めてお伺いいたします。

十市保育園について、地権者との土地の賃貸契約は双方納得の上、継続契約できたでしょう

か。

○議長（浜田和子） 村田副市長。

○副市長（村田 功） 現在の十市保育園の事業用定期借地権につきましては、１回目の調停

の期日が決定しましたので、調停を行っておる状況でございます。以上です。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） そしたら、まだ終わってはないということですね。未契約の状態を早

く終結するようによろしくお願いいたします。

次に、十市保育園、稲生保育園、里保育所の高台移転について進捗状況をお伺いいたします。

また、今議会に補正予算で上げられている内容を含め、改めて答弁並びに説明を求めます。

○議長（浜田和子） 村田副市長。

○副市長（村田 功） 十市保育園の移転につきましては、運営法人と協議を行いながら、十
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市地区北部の民有地を候補地として進めております。本議会に補正予算として、移転候補地の

測量設計の予算を提案させていただいておりますので、御審議をお願いいたします。また、議

決をいただいた後は、速やかに保護者、地域の方に説明を行います。

次に、稲生保育園の移転につきましても進めなければならない課題でございます。これも移

転候補地について検討を行ってきましたが、地区内の多くの場所が浸水区域であることなどか

ら、適地を見つけることが困難な状況です。移転の候補地が決まっていない状況でございます。

今後、重要課題として引き続き取り組んでまいります。

３点目の里保育所につきましても浸水区域であること、また老朽化が進んでおりますが、当

面は施設の維持管理を図りつつ、他施設の更新等とも併せて検討を行いたいと考えております。

なお、里保育所では防災コミュニティセンターと連携し、避難施設の実施など、被災時の子供

の安全確保のための取組を行っております。以上です。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 課題は多くあると思いますが、早期にお願いいたします。

いわゆる次元の異なる少子化対策を受けてのこども未来戦略方針の素案によりますと、子供

は誰でも通園制度におきまして、親の就業に関係なく子供を保育園、保育所で預かることがで

きるようにするとのことですが、南国市は保育施設並びに保育士の確保は大丈夫でしょうか。

これまで十市と稲生保育園の合築の話があったりや、大篠地区で子供の数が増えているから、

合築せずにそれぞれ新しく建て直すとか、施設の方針が度々変更されております。国の新たな

少子化対策に、こども誰でも通園制度につきまして、南国市は施設並びに保育士の確保は可能

なんでしょうか。

○議長（浜田和子） 村田副市長。

○副市長（村田 功） 御質問にありましたとおり、こども未来戦略方針案では、全ての子育

て家庭を対象とした保育の拡充、こども誰でも通園制度（仮称）でございますが、示されてお

ります。これは、未就園児を含め、孤立した育児の中で不安や悩みを抱える子育て家庭への支

援の強化を求める意見がある中で、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイ

ルに関わらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間ま

での利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位などで柔軟に利用できる新たな通園給付を

想定するものです。そして、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制の状況も見極めなが

ら、速やかに全国的な制度とできるよう具体的な制度設計を行うこととされております。令和

５年度には国のモデル事業が実施されることとなっておりますが、公募によって、定員に空き
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のある保育所などで、未就園児を週１日から２日程度定期的に預かる形で行われます。モデル

事業を通して今後の国による制度設計が行われ、実施方法、基準等が示されることになると思

いますので、これにより受皿の確保等を行う必要があります。現在は、南国市の施設のキャパ、

保育士の確保などが課題であり、難しい部分がございますが、できるだけニーズに対応できる

よう準備をしなければならないと考えております。以上です。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） これまでもそうでしたが、今後も保育士の確保が大きな課題になって

くるのは明白ではないかというふうに感じました。対策を早期に取ってほしいと思います。

次に、南国市これからの教育・保育を考える会の答申は昨年８月に出ており、10か月が経過

しております。結論を当初年度末とか５月までとかいうふうに聞いておりましたが、教育委員

会事務局として結論はまとまったでしょうか。

○議長（浜田和子） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） コロナウイルス感染症の終息が見込めず、保護者の

方々や地域の方々からの御意見をいただく機会を持つことができておりませんでした。５月８

日以降は５類相当となったため、今後は地域に出向いて、保護者の方々、地域の方々の御意見

をいただきながら、教育委員会事務局としての結論を取りまとめていくよう考えております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 続いて、全国各地で中くらいの地震が起きており、南海トラフ地震も

日々発生確率が高まってきているように感じております。波力に耐えられないことが判明して

いる大湊、三和、稲生小学校の統合再編の課題はどう進めていくでしょうか、お伺いいたしま

す。

○議長（浜田和子） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 御質問のありました３つの小学校につきましては、

津波浸水予想区域にありますので、本来であれば南国市これからの教育・保育を考える会から

答申をいただきましたら、地域の方々や保護者の方々には答申内容を説明させていただき、御

意見、御理解をいただかなければならないところでしたが、新型コロナウイルス感染症の関係

で、お集まりいただき、御意見をいただく機会を設ける機会ができず非常に申し訳なく思って

おります。大湊小学校の保護者の方々には、５月25日に教育長とともに大湊小学校に出向いて、

南国市これからの教育・保育を考える会の答申について御説明させていただき、御意見をいた

だくことができております。また、稲生の防災会におきましては、私のほうから答申の概要に
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ついて御説明をさせていただいております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 以前の議会でも提案し、一定の共通認識がありました三和、稲生の再

編における大篠小学校の校区見直しについては、同時期に進めないといけないと思いますが、

進め方について教育委員会事務局はどのように考えておるでしょうか、もう一度お伺いいたし

ます。

○議長（浜田和子） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 昨年の12月議会で御答弁させていただきましたよう

に、前田議員の御提案のように、学校再編を実施する場合には、既存の校区の見直しも含めた

検討が必要だと考えております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 次に、昨年５月10日に教育未来会議から提言がありました我が国の未

来を牽引する大学などと社会の在り方についての第１次提言を基に質問をいたします。

今後、高等教育機関との連携の在り方は、自治体の未来の存在価値創造になり得ると私は常

に考えております。南国市における高知大学農林海洋学部、同医学部、高知高専との中で連携

協定などはされていると思いますが、近年実際に行われた活動についてどのようなものがあっ

たのか具体的に教えてください。

○議長（浜田和子） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） 高知大学とは平成14年に連携協定を締結し、この協定に基づ

きまして、平成17年には高知大学教育学部と市教育委員会との間で、また平成18年には高知大

学医学部とそれぞれ覚書を交わし、連携した事業を実施をしております。

高知大学との近年の連携事業といたしましては、管理職向けのＳＤＧｓの研修の実施や、小

中学校へのがん教育に関する講師の派遣、さらに大学からは学校保健実習生の受入れなどを行

っております。また、コロナの影響により休止をしておりますが、岡豊ふれあい館におきまし

て、医学部教授による病気に対する対処方法などについて定期的にお話をいただいております。

また、消防本部におきましては、本年３月27日に、高知大学医学部附属病院と病院派遣型救急

ワークステーションの設置に関する協定を締結し、救急救命処置の知識、技術の学習、救急活

動症例の検討等により、医療人材の育成を継続して実施することとしております。これ以外に

も、コロナの影響により実施できておりませんが、大学から出前公開講座の開催に向け協議を

しております。



－111－

また、高知高専につきましては、平成20年に連携協定を締結し、連携事業といたしまして、

小中学校への防災教育やプログラミング教育、また市民対象の教養講座や情報スキルアップ講

座の開催、津波避難タワーの災害時ネットワークの構築、ものづくりサポートセンターへのＡ

Ｒ技術の導入や、ＫＯＳＥＮ－１の連携などの事業を実施をしております。そのほかにも、高

知大学、高知高専とも、本市の各種審議会や検討会に委員として参画をいただいております。

以上でございます。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 国の教育未来会議から提言のあった課題の中ではなく、新たな産業革

命にもなり得ると言われる生成ＡＩの普及が加速度的に進んでいく世の中になり、国家公務員

の採用では理系人材が急速に増えているというニュースを先日見ました。デジタル人材不足、

特に女子の理系離れについて、子供たちへの教育については中学校、小学校のときから意識づ

ける必要があると思いますが、また実際南国市は義務教育課程でどのように行っているでしょ

うか、お伺いいたします。

○議長（浜田和子） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 高知県では、小中学校及び中学校の教員を対象とい

たしまして、理科教育の指導力向上を図ることを目的として、高知大学と連携して育成プログ

ラムを実施、地域の理科教育の中心的な役割を担う教員の育成を行っており、南国市にも配置

されております。また、中学校１校ではございますが、科学の楽しさや面白さを知り、科学と

実生活、実社会との関連に気づくことなどを目的としまして、科学の甲子園ジュニア高知県大

会に１年生、２年生が参加をしております。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 未来を支える人材を育む自治体になるため、昨年９月にも議会でも提

案いたしました学園都市構想を、地方創生の中でしっかりうたう必要があると考えます。未来

会議におきましても、地方公共団体の参画促進や連携強化促進が提言されております。ぜひ、

真剣に検討してもらいたいです。いま一度企画課長にお伺いいたします。

○議長（浜田和子） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） ９月議会で答弁いたしましたとおり、高等教育機関や研究施

設が多く位置する本市の特性を生かしまして、大学等ともさらに連携を深め、基盤を整えた上

で、学園都市構想へとつなげてまいりたいと考えます。教育未来会議の提言にもありますよう

に、大学等を含む産学官の連携強化により、地域のニーズに応じた人材育成にもつながるもの
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でありますので、引き続き大学等と連携を密にしまして、市の課題解決を図り、そして地方創

生へと結びつけていきたいと思います。以上です。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） ありがとうございます。

昨年度一般質問した中で、気になってることを再度お伺いいたします。

給食の破棄分が毎年20トンあると聞いておりますが、前回の質問では、これまで教育委員会

の会議や総合教育会議で議題になったことはないと言っておられましたが、その後、給食の大

量破棄問題について議論されたことはありますか。また、その中で、近年国内で問題になって

いる牛乳嫌いの生徒による牛乳の破棄量は年間どのくらいになってるでしょうか、お伺いいた

します。

○議長（浜田和子） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 子供たちが給食を残さず食べることができるよう、

残食率は各校で常に問題意識を持っており、栄養教諭を中心に指導に取り組んでおります。ま

た、残食率や牛乳の廃棄につきましては、教育委員会の会議では報告を行っております。令和

４年度の牛乳の廃棄量は、中学校給食においては約７トンの計算になります。昨年度の中学生

へのアンケート結果を見ると、給食を残す理由としては、複数回答可で人数が多かった順で、

時間が短い308人、嫌いなものがある293人、その他272人、食欲がない131人、太りたくない

48人となっておりました。急な欠席の場合も、残った場合は残食にカウントされます。必ずし

も嫌いという理由で残しているわけではなく、様々な要因があるのだということが分かってお

ります。

学校給食摂取基準では、学校給食におけるカルシウムの摂取基準を１日必要量の２分の１と

しております。特に、家庭で不足する栄養素であることから、国は学校給食において高い基準

を設けておりまして、このカルシウム量を１食で満たすことができる食材は牛乳以外にありま

せんので、栄養教諭が中心になって、成長期の子供たちにどうやったら飲んでもらえるかを考

え、指導に取り組んでまいります。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 実は、昨日中学校で破棄の分が７トンあると聞きましたので、ちょっ

と計算してみました。７トンはいわゆる7,000キログラムで、年間の授業日数の200で割ります

と毎日35キロの牛乳が廃棄されております。この35キロを牛乳パック容量の200㏄で割ります

と、毎日175パックが廃棄されているという計算になります。175パックというのは、私の記憶
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が正しければ、香南中の生徒数よりも多く、多分北陵中学校の生徒数に近い数ではないかなと

いうふうに思います。この175パックには、長期不登校者も含まれているのでしょうか、学校

教育課長にお伺いいたします。

○議長（浜田和子） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 長期欠席者につきましては、事前に給食を止めてお

りますので、その分については入っておりません。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 牛乳パックが毎日175破棄されているということで、嫌いで飲まない

方については無理やり飲ます必要はないとも思いますけれども、先ほど学校教育課長の言われ

たカルシウム摂取が必要だから牛乳を出しているということであれば、牛乳を飲むのが嫌な生

徒にはタブレット、いわゆる錠剤を提供するとかそのようにするのが、生徒の栄養の観点から

考えるとそちらのほうが正しい選択じゃないかなと私は思うんです。

さらに、今回市長、教育長に答弁は求めませんが、南国市には大きな牛乳製造会社があり、

工場もあります。そうした中で、中学校の１校に相当する牛乳パックが毎日破棄されていると

いうことは、これは結構軽く考えてはいけない問題ではないかなと私は思います。これから国

の子育て支援の中で、給食の無償化ということが進んでいくとは思いますが、それについて反

対する立場でもないんですけれども、年間20トンの食材が捨てられて、年間７トンの牛乳が捨

てられていることに対して、こういうことを普通の困窮している市民が考えた場合に、それに

お金を充てるんですかという疑問が必ずついて回ると思うんですよね。であるならば、食育の

フロントランナーと言い続けてるならばですよ、ならばこの問題に対してまず真剣に取り組ま

ないといけないというふうに私は考えます。これについて教育次長の御所見をお伺いいたしま

す。

○議長（浜田和子） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 先ほど前田議員のほうから提案がありましたカルシ

ウム摂取量が牛乳でなければならないという、カルシウム摂取量が取れるのは牛乳でなければ

ならないですけれども、タブレット等に変更できないかというところにつきましては、また栄

養教諭とともに考えていきたいと思っております。

また、残食の問題につきましては、引き続き残食がないような手だてを取るよう考えてまい

ります。以上でございます。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。
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○１４番（前田学浩） 今回、コロナ禍でさらに食料不足、飼料不足で、酪農家の方々が非常

に困っているという現状は聞いております。ただ、そういうふだんの生活の中で簡単に捨てら

れている、破棄される牛乳パックを常に生徒が見ている場合に、その生徒は大人になったとき

に、果たして牛乳の適正価格というものについて判断できるんでしょうか。そのようなことを

判断できるような子供たちに育てることこそが、食育のまち南国市がすることであるというふ

うに私は思います。これは、今回この程度で止めておきます。

最後の質問をいたします。

昨年度、全市でコミュニティ・スクール、いわゆる学校運営協議会制度がスタートしました

が、各学校は順調に運営協議会も立ち上がったでしょうか、お伺いいたします。

○議長（浜田和子） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 各小学校の学校運営協議会は、本年度10校で第１回

の協議会が既に開催をされております。残り７校につきましても、運営協議会を立ち上げてい

なかった３校につきましても開催を計画をしております。以上です。

○議長（浜田和子） 前田学浩議員。

○１４番（前田学浩） 以上で質問を終わります。丁寧な答弁ありがとうございました。

○議長（浜田和子） ２番丁野美香議員。

〔２番 丁野美香議員発言席〕

○２番（丁野美香） おはようございます。議席２番、なんこく市政会の丁野美香です。

幾つかほかの方と重複する質問もありますが、通告に従いまして順に質問させていただきま

す。よろしくお願いいたします。

まず初めに、コミュニティバスの運行ルートについてです。

昨年の10月１日より、コミュニティバスと南国市予約型乗合タクシーを利用する際に、運転

免許証自主返納者及びその同伴者１名の運賃半額割引制度がスタートしたと思いますが、その

後の利用者の人数をお答えください。

○議長（浜田和子） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） 昨年10月から、運転免許証自主返納者への支援といたしまし

て半額割引の制度を開始しておりますが、その利用者数でございますが、開始から直近の本年

５月までの８か月間の実績の数字でございます。コミュニティバスが延べ1,128人、北部山間

地域の乗合タクシーで延べ65人となっております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。
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○２番（丁野美香） まだまだこれから利用者を増やしていくためにも、他市の路線バスとの

連携が大事だと思いますが、先日高知市の路線バスが今年の10月から12％減便になると発表さ

れました。南国市のコミュニティバスとの連携に影響はないのでしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） 御質問の路線バスにつきましては、とさでん交通株式会社が

運行する路線でございまして、高知市を中心に路線バスを12％減便する旨報道がされたところ

でございます。これに関しましては、６月１日に開催をされました高知県地域交通協議会第１

回中央ブロック会におきまして、事業者から計画の説明がございまして、関係する路線の利用

者数の減少や運転手不足並びに働き方改革関連法による時間外労働の上限規制等に対応するた

めの減便であるという内容でございました。本市に関係する路線といたしましては、領石線、

高岡線、宇佐線、潮見台～ＪＡ高知病院線、前浜～パークタウン線の５路線となっておりまし

て、減便数につきましては、平日上り下り合計で、領石線、高岡線、宇佐線については合計５

便、潮見台～ＪＡ高知病院線については６便、前浜～パークタウン線におきましては４便がそ

れぞれ減便となるということで、その他の便につきましても一部時間調整をする計画とお聞き

をしております。

本市への影響についてでございますけれども、北部山間地域を運行します乗合タクシーと接

続をします領石線、高岡線、宇佐線並びに本市コミュニティバスと接続をします前浜～パーク

タウン線に関しましては、特に影響はございません。ただ、同じく本市コミュニティバスと接

続をします潮見台～ＪＡ高知病院線に関しましては、１便が接続に影響があるということが分

かっております。

こうした広域路線と市内路線の接続におきまして、利便性が低下することがないよう、引き

続き交通事業者と連携した上でダイヤの調整を行っていきたいと考えております。以上でござ

います。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） やはり、生活の足として利用されている方も多いと思います。コミュニ

ティバスを利用して高知市のバスに連携して乗車する方や、後免町駅から電車に乗り換えてい

く方もいらっしゃると思いますが、乗り継ぎをされる方の利用時間の多い時間帯などの連携は

取れているのでしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） 路面電車に関しましては、特に朝の時間帯は通勤、通学等に
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多く利用がされておりますので、午前７時台では５分ごと、12便が設定をされております。本

市コミュニティバス４路線は全て後免町駅を停留所としておりますので、接続する時間に一定

の差はございますが、確実に乗り継ぎが可能となっております。

また、路線バスにつきましては、高知東部交通株式会社が運行します安芸線と後免町駅で乗

り継ぎが可能となっておりますが、こちらにつきましても、事業者の協力によりまして時間調

整をいただいておるところでございます。ほかにも、高知市中心部への各路線につきまして、

各社のダイヤ改正に合わせまして、スムーズな乗り継ぎができるように調整を行ってまいりま

す。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） スムーズな乗り継ぎができるように、利便性の向上に向けてこれからも

よろしくお願いいたします。

そんな乗り継ぎの中でも、やはり交通機関との連携の一つとして、昨日も西山議員がおっし

ゃられておりましたが、高知龍馬空港からＪＲ後免駅までなどの新しいルートも必要ではない

でしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） 昨日の西山議員への御質問にも答弁いたしましたとおり、空

港と本市市街地を結ぶ公共交通につきましては、これまでも検討を行ってきたところでござい

ます。これにつきましては、定時運行ではなく、事前予約による交通の導入につきまして、市

内事業者と調整を行っておるところでございます。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 事前に予約ということですが、空港利用者の方たちはその辺は把握して

いるのでしょうか。昨日の高知新聞にも掲載されていましたが、大阪・関西万博が開かれる

2025年度には、国際線ターミナルの整備を完成させる方針を決めたとありました。コロナもま

だまだ継続はしていますが、５類となり、県外からの観光客も高知県へと、南国市へと来てく

れる機会も増えてきてはいます。空港からわざわざ予約を入れないと南国市へと来てもらえな

いという状況はいかがなものでしょうか。コミュニティバスを活用して、南国市の海洋堂Ｓｐ

ａｃｅＦａｃｔｏｒｙなんこくや、後免町の商店街や西島園芸団地など足を運んでもらえるの

ではないでしょうか。そちらのほうはどういうふうに考えておられるのでしょうか、お答えく

ださい。

○議長（浜田和子） 企画課長。
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○参事兼企画課長（松木和哉） 議員が言われますとおり、新型コロナウイルスの５類への移

行に加えまして、本年５月から高知と台湾を結ぶチャーター便が開始をされるなど、人の流れ

は大きく変わると思われますので、空港と本市を結ぶ移動手段の確保はより求められるものと

考えております。

先ほど、予約による交通の導入ということで、検討しておるということで御答弁いたしまし

たが、議員のほうからコミュニティバスを走らすという方法も必要ではないかという提案もい

ただきました。ただ、空港の発着につきましては大変時間帯も多いですので、それに合わすよ

うな便数を定時路線で走らすということについては、なかなか経費的にも厳しいんではないか

というところで、現在お手数はおかけするようになりますけれども、予約型の交通ができるの

でないかというところで検討をしている状況でございます。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） ぜひとも調整のほうをよろしくお願いいたします。

あとは、バスが電車などと連携しての利用者が多い朝とか夕方の時間帯のルートと、昼間活

用される方のルートも少し工夫をしてみたらもっと利用者が増えるのではないでしょうか。そ

ちらのほうは考えておられるのでしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） コミュニティバスの路線につきましては、これまで何度か路

線再編を行ってきましたが、従来からの利用者に影響が出ないよう、以前とさでん交通株式会

社が運行しておりました路線を引き継ぎ、現在の４路線を運行しております。各路線につきま

しては、定時定路線型としておりまして、決められた時刻に決められた目的地へ輸送すること

で、利用者や運行管理者には分かりやすい交通体系となっております。

一方で、時間帯により利用者数、また利用目的にも違いがありますので、時間帯による効率

的な運行の工夫も必要であると考えております。現在、公共交通空白地の解消に向けまして、

エリア型のデマンド交通の導入を検討しておりまして、利用の多い時間帯は定時定路線の運行

で、それ以外の時間帯につきましてはデマンド交通とするなど、実証運行も行いながら段階的

に本市にフィットする交通体系を構築していきたいと考えております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 時間帯によってのルートもぜひ工夫をよろしくお願いいたします。

それから、市役所にバスの停留所を設置していただきたい思いを前にもお願いしましたが、

市役所玄関前の掲示板の横の石垣のところに設置して、北側から南側へ、南側から北側へ抜け
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るようにして、１日２便ぐらいでいいのでそういうことはできないでしょうか、お答えくださ

い。

○議長（浜田和子） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） 市役所敷地内への停留所の設置乗り入れに関しましては、市

役所敷地内にロータリーを設置するのではなくて、通り抜けのルートにしてはとの提案をいた

だきました。以前にも答弁をいたしましたが、市役所敷地の北側から出入りする際には、県道

の交通量が多いことに加えまして、路面電車の軌道を横切る必要がありますので、安全確保の

面から公共交通のルートとしては実現は難しいと考えております。

今後の路線再編におきましては、市役所南側を東西に走ります高知南国線を活用することと

なりましたら、市役所近くに停留所を設置することで、少し歩いていただく必要はございます

が、市役所へのアクセスということで確保したいと考えております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 前回に質問させていただいたときと同じようなお答えをいただき少し残

念なのですが、やはり市役所の近くではなく、市役所の玄関前に設置していただき、利用者の

方を安心・安全に、ドア・ツー・ドアの便利な行きやすい市役所にしていただきたいです。市

長、ぜひよろしくお願いいたします。

次に、防災について質問させていただきます。

先日、常任委員会の視察研修で、南国市との姉妹都市でもある岩沼市へ行ってきました。そ

こで、東日本大震災から12年がたって、復興が進んできている現場を見て感じたのは、地域の

皆さんの連帯感がすごくて、特に岩沼市玉浦西地区という地域の方たちのまちづくりには感心

いたしました。避難してからも避難所でリーダーとなる方がいて、地域ごと、部落ごとにきち

んとまとめられて、避難されている場所が、最初は別々に離れていても集まってこられて、話

合いを重ねて、皆さんが納得できるまちづくりをされていました。そのように地域の防災力を

高めるためにもぜひお勧めなのが、現在高知市南部の沿岸のほうの地域でやられている、防災

＆支え合いマップづくりという高知市役所の防災対策本部地域防災推進課も一緒になっての取

組があります。地域の方たちと何度も話合いをしながら作成しているそうです。南国市でもそ

ういった取組はされているのでしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 危機管理課長。

○危機管理課長（山田恭輔） 高知市で取組を進めております防災＆支え合いマップを拝見い

たしました。本市では、災害時の避難支援につなげていただくことを目的といたしまして、要
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配慮者台帳を作成し、地域の自主防災組織や民生委員、また南国警察署にも情報提供をしてお

ります。台帳には要配慮者のお住まいの地図も含まれており、地域によってはその情報を地域

での防災マップにまとめて記載しているところもございます。その取組が、今回の防災＆支え

合いマップに近いのではないかと思いますが、市といたしましては要配慮者台帳を提供するに

とどまっております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 視察研修に行った岩沼市の玉浦西地区のまちづくりを危機管理課山田課

長も一緒に視察されたので、課長も分かるかと思いますが、本当に地域の方たちの連帯感がす

ばらしいほどに取れていて、お会いした玉浦西地区まちづくり住民協議会の方のお話でも、避

難所での皆さんの過ごし方や、現在では約380世帯あるという町内会での運営の仕方など、や

はり行政の支援と連携が必要で、まちづくりに皆さんが積極的に参加もされているということ

でした。自主防災の活動に、やはり行政の支援というのは必要ではないでしょうか。ぜひ、南

国市でも行政が主体となって支え合いのマップ作りを進めてみてはいかがでしょうか。

○議長（浜田和子） 危機管理課長。

○危機管理課長（山田恭輔） 高知市の取組や先進的な取組を行っている地域を参考にいたし

まして、本市におきましても取組を進めることができないか、地域の自主防災組織と相談し、

研究してまいりたいと考えております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 最近では、御近所付き合いなどもコロナ禍の間は少なくなっていたと思

いますが、先日南国市一斉清掃がありました。そのときに、久しぶりに地域の方たちと顔を合

わせて、近況を聞いたり雑談をすることができてとてもよかったです。この二、三年はなかな

か皆さんと会う機会もなくなり、御近所付き合いが減少している中、お隣さんや近隣の皆さん

の中に、空き家や、高齢になり施設に入所したり、長期入院をされたりなどで在宅していない

方もいたりした場合には、災害時の声がけなどにも影響が出てくるのではないでしょうか。や

はり、そういった場合や、災害時に避難行動要支援者がいるお宅などの把握も、各地域の方た

ちがされていると避難もスムーズにできるのではないかと思います。でも、そういったことが

個人情報になって、嫌な思いをする方も出てくるかと思われますので、行政の支援があるとと

ても助かり、地域の方たちも安心できるかと思います。行政が入っての取組はしてもらえない

のでしょうか、お聞かせください。

○議長（浜田和子） 危機管理課長。
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○危機管理課長（山田恭輔） 先ほどもお答えいたしましたとおり、地域での要配慮者の情報

は、要配慮者台帳として情報提供しているところでございますが……。状況の提供をしている

ところでございますが、ただしその活用方法についてはまだ十分でないところがございますの

で、さらなる支援を検討してまいります。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 先日の台風２号が接近したときにできた線状降水帯が発生したときは、

南国市でも60ミリを超える雨が降り、南国市だけでなく高知県全域で道路が冠水したり、畑や

田んぼなどの農作物にも影響が出て大変だったのではないでしょうか。しかし、こういったこ

とはまだまだ起こり得ることですし、台風も10月、11月頃までは発生もします。地震や津波の

ときだけでなく、高知県や全国的にも災害級の大雨が降ることがこれからの時期は多くなり、

避難しなくてはならない事態が出てきます。御近所付き合いがあれば声がけもスムーズにでき

ますが、コロナ禍で御近所付き合いにもブランクがあり、お隣さんでもお付き合いがないと、

家族が何人住んでいるとか分からなかったりします。そんなときに、その地区だけでも分かる

ように支え合いのマップがあると、町内会長や区長、班長といった方が確認することもできま

す。ぜひとも、避難する機会が多い箇所から行政が支え、支援して、支え合いマップ作りを進

めていっていただきたいですが、いかがでしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 危機管理課長。

○危機管理課長（山田恭輔） 現在の要配慮者台帳の取組を拡張する形で取組を進めていきた

いと考えております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 災害が起きてから、あれもしておけばよかった、これもしておけばよか

ったというようなことが起きないように、岩沼市での地域のまちづくりや、高知市の支え合い

マップ作りを参考にして、もっと行政が一緒になって自主防災組織と連携を取りながら、各地

域の絆を深める手助けをしていってほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、市長にお聞きしますが、先日の線状降水帯もできた大雨もそうなのですが、ふだんの

雨のときにでも道路が冠水してしまったり、倒木の危険性が出てきたりします。これからの季

節は梅雨のお天気で、毎日雨が降って地盤も緩んでくる上に、台風も発生してきます。避難を

要することもあるかもしれません。

そこで、先日岩沼市や陸前高田市への視察研修へと行ってきて、やはり南部の沿岸のほう、

十市、緑ケ丘地区に防災拠点となるものをつくっていただきたいという思いがますます強くな
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りました。地域の皆さんの命と財産を守るためにも、ぜひとも早急に考えていただきたいです

が、いかがでしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 市長。

○市長（平山耕三） ３月議会でも御答弁いたしましたとおり、本年度中に事前復興対策本部

を立ち上げ、発災後の迅速な復旧、復興を目指す事前復興まちづくり計画を策定していく予定

でありまして、その策定に当たっては、今後住民の皆様の一定の合意形成を得ていかねばなり

ませんので、その中で地域防災拠点についても議論してまいりたいと思います。以上でござい

ます。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） ぜひ、よろしくお願いいたします。

南海トラフ地震やほかの災害も、いつ発生してもおかしくはありません。先日の大雨のとき

には、十市保育園の園児が災害時に避難所へと行くルートの道路が冠水してしまい、車両は通

行止めになり、そこを通って自宅へと帰らないといけない方も、迂回して通らないといけない

ほどでした。いざ災害が起きたときに、避難もできない状態であったらどうしたらいいのでし

ょうか。大人でも避難が困難な場合もあるのに、園児を避難させることは到底無理ではないで

しょうか。防災拠点となる施設も早急にお願いしますが、十市保育園の高台への移転の話の進

展はどのようになっていますか、お答えください。

○議長（浜田和子） 村田副市長。

○副市長（村田 功） 前田議員の御質問にもお答えしましたとおり、十市保育園の高台移転

につきましては、運営法人と協議を行いながら候補地の選定を進めております。できるだけ早

期の移転に向けて取り組んでまいります。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 十市保育園の高台への移転の話が進んでいることは、大変喜ばしいこと

です。では、せっかく新しく保育園を建設されるのであれば、防災拠点となる施設を兼ねた建

物にしてはどうでしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 村田副市長。

○副市長（村田 功） 防災拠点も兼ねた施設にの御意見でございますが、現在移転の候補地

として検討しております土地は、面積的に保育施設の整備で敷地を目いっぱい使う必要がある

ことが想定されるため、総合的な施設の整備は難しいと考えております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。
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○２番（丁野美香） 現在、十市小学校が避難所となっておりますが、地域の住民の方たちの

ことを考えても、小学校だけでは到底足らないと思います。十市保育園の候補地の土地の面積

的に敷地いっぱいいっぱいになり、防災拠点となる施設を兼ねた建物は難しいということです

が、災害時に地域の方たちにも活用していただけるように工夫をして、２階や３階を建設して

の防災拠点となる施設を兼ねた保育園との複合施設はいかがでしょうか、お聞かせください。

○議長（浜田和子） 村田副市長。

○副市長（村田 功） 現在検討しております候補地での施設の整備につきましては、その内

容は今後詰めていくことになりますが、保育施設として必要なスペースを考えますと、２階に

ついても保育園として活用しなければならないと想定されますので、複合施設の整備は、重ね

て申し上げますが難しいと考えております。新しい保育園の整備を行うことになりましたら、

ほかの施設と同様、発災時にどのように活用していくかを考えたいと思います。以上です。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） それでは、市長にお伺いします。

最近では、全国でも保育園と高齢者施設とを一緒にした養老複合施設というものも増加して

いますが、今回せっかく新たに建設されるのであれば、10年後、20年後も地域の方たちも一緒

に活用できるように、そしてこの保育園建設に当たって、近隣の皆さんが納得できるように有

効的な施設を建設してみてはいかがでしょうか、お聞かせください。

○議長（浜田和子） 市長。

○市長（平山耕三） 保育園と高齢者施設を一緒にした施設というのも増加しているというこ

とでございまして、それはそれで意義もあるのかなというようには思います。ただ、先ほど副

市長から申し上げたとおり、予定されているところの敷地の面積っていうのは限りがありまし

て、幾らでも建物を高くしても、駐車場とほかのいろいろな要件があります。そういった意味

で、今の敷地の面積では複合施設は難しいというように考えております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 事業面積の予定の中でも、保育スペースとして必要なところのほかにも、

防災拠点と共有できるスペースを作っていただき、地域の皆様とも日頃から交流を深める機会

をつくったりすることは大事なことではないでしょうか。少子・高齢化に向けて、複合施設は

これからの時代を見据えて必要だと思います。そして、地域の方たちが、集会のときに活動が

できる施設、地域のコミュニティー施設としての防災拠点だと、近隣の皆さんにも納得してい

ただくことができるのではないでしょうか。災害時には避難所として運用するように、防災備
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蓄倉庫はもちろんのこと、マンホールトイレ、今度十市小学校にも本年度設置に向けて進めて

いただいてるようですので、ぜひ保育園のほうにも考えていただきたいと思います。あと、多

目的トイレといったことも考えていただきたいです。

ほかにも要望を言ったら切りがないですが、これからいろいろと進めていかれると思います

が、何年たっても造ってよかったと皆さんに思ってもらえるように建設していっていただきた

いので、引き続きよろしくお願いいたします。

次に、図書館について質問させていただきます。

先日いただいた令和５年度南国市立図書館要覧で見ましたが、令和４年度の図書館利用者は、

コロナ禍でもありましたが１日平均86人とありました。年齢別の貸出しを見てみると、30代か

ら70代以上の方たちの利用者が多いようで、10代はあまりないようなのですが、10代というと

一番図書館を利用する年齢のように思いますが、もっと10代の学生たちに利用してもらえるよ

うな工夫は考えていないのでしょうか、お聞かせください。

○議長（浜田和子） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 御指摘のとおり、年齢別の利用者層は30代以上の方や高齢者の

方が多く、次に親子で来館され、絵本や児童書などを借りられる小学生以下の子供たちの利用

が多い状況となっております。その間の世代である10代の方の利用が少ないのは、学校や部活

動などで時間的余裕がないことが考えられますが、現在の図書館に学習スペースが少ないこと

も影響していると考えられます。10代の方にもっと利用していただけますように、以前からテ

ィーンズコーナーを設けて、中高生をはじめとする10代向けの本を集めております。特に、進

路や就職について考える時期でもありますので、進路や就職に役立つ本については積極的に収

集し、ティーンズコーナーの充実を図っております。引き続き、ティーンズ世代にもっと図書

館を利用していただけるように工夫をしてまいりたいと考えております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 10代の方たちに利用していただくように、ティーンズコーナーの充実を

図ってもらえるようでよかったです。引き続きよろしくお願いいたします。

前に質問させていただいたときに、県立大学や高知大学の学生を中心とした連携を取っての

まちづくりの拠点となる図書館にしたらどうですかの質問に対して、地域の大学生に限らず、

高知農業高等学校の生徒さんとも連携した活動をしているので、その中で図書館サービスの提

供をしていきたいというお返事をいただきましたが、その後、新しく建設される図書館の準備

に向けての連携は取れているのでしょうか、お答えください。



－124－

○議長（浜田和子） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） これまで高知農業高等学校の生徒さんに、図書館活動の中で御

協力いただいてきておりますが、新図書館は立地がさらに高校の近くとなりますので、様々な

形で連携が取れるよう、引き続き情報共有を図っていきたいと考えております。また、大学と

の連携につきましては、今後図書館のボランティアの在り方などを全体的に再検討する中で、

連携の在り方について検討していきたいと考えております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） やはり、建物が出来上がってから考えていては、いろいろな不満や、こ

うしておけばよかったということが出てくると思いますので、事前にしっかりと準備をしてい

ってもらいたいですので、よろしくお願いいたします。

令和２年４月に第３次計画の作成、そして昨年５か年計画の２年目に入ったという南国市子

ども読書活動推進計画はその後どのようになっていますか、お聞かせください。

○議長（浜田和子） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 令和２年４月に、第３次南国市子ども読書活動推進計画を作成

しており、令和６年度までの５年間の計画となっております。今年度は計画期間の４年目とな

っており、計画に基づき関係各課と連携しながら、子供の読書環境の充実等に向けた取組を進

めているところでございます。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 引き続きの取組をよろしくお願いいたします。

それでは、現在南国市の図書館に司書の方は何人いるのでしょうか、お答えください。

○議長（浜田和子） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 職員11名のうち７名が司書の資格を有しております。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） 11名のうち７名が司書の資格を有しているのは心強いですね。これから

新しく建設される図書館でも、やはり専門的な図書に詳しい方がいると助かるのではないでし

ょうか。そして、子供の頃から本を身近に感じることも大事なことではないでしょうか。先ほ

どの御答弁でも、子供の読書環境の充実に向けて取り組んでいくと言われましたが、香美市と

香南市では子ども司書養成講座ということをやっていますが、南国市ではどうでしょうか。

○議長（浜田和子） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 香美市と香南市では、小学校５、６年生から中学生までを対象
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にした子ども司書養成講座を開催し、子供司書として認定を行っているとお聞きしております。

南国市では、これまで職場体験学習の受入れという形で中学生を受け入れ、図書館の様々な業

務を体験してもらっております。御提案の子ども司書養成講座につきましては、子供たちに図

書館に親しんでもらうよい機会にもなると思いますので、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。

○議長（浜田和子） 丁野美香議員。

○２番（丁野美香） ぜひ、御検討よろしくお願いいたします。

これから建設される図書館が南国市の皆さんにとって利用しやすい空間となるように、そし

て小学生からも図書に興味を持ってもらえるように、学校の図書室だけでなく図書館の活用も

ふだんからしてもらえるような、十代のティーンズコーナーの充実も含めて今後も引き続き工

夫をして、他市町村を参考に、そして他市町村から参考にされるような図書館を造っていって

いただけるようによろしくお願いいたします。

以上で私からの質問を終了させていただきます。全ての質問に対して丁寧な御答弁ありがと

うございました。

○議長（浜田和子） ６番西本良平議員。

〔６番 西本良平議員発言席〕

○６番（西本良平） 改めましておはようございます。予定より相当早く、まさかこんな時間

に私の時間がやってくるとは思いませんでした。一生懸命努めさせていただきます。

第430回市議会定例会一般質問を行わせていただきます。なんこく市政会の西本でございま

す。総括で行いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今議会に私が通告しております質問は２項目でございます。順次質問を行いますので、御答

弁のほどよろしくお願いをいたします。

まず初めに、市道瓶岩体育館線道路整備工事について質問をいたします。

この橋の建設につきましては、瓶岩地区民にとりましては、長年の夢と希望を持ち続け、本

当に待ち望んだ建設工事でございます。昨年の６月にようやく着工をし、間もなく１年が経過

しようとしています。今年に入りましてからは急ピッチに工事も進んで、のり面の工事や両岸

の橋台等も完成するなど、また周辺整備工事も進み、地域の景観が大きく変貌し、完成への期

待が膨らんでおります。また、これからの大雨や台風シーズンを迎えまして、できる限りの早

期完成がまた望まれるところでもございます。

そこで、お伺いをいたします。
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現在の工事進捗状況と今後のスケジュールにつきまして担当課長にお聞きをいたします。ま

た、これまでの工事を行う上で問題点やトラブルがなかったのかにつきましても併せてお聞き

をいたします。

次に、防災拠点としての役割について質問をいたします。

この橋の完成後は、避難所としての指定運用はされるのでしょうか。また、指定運用をされ

るのであれば、防災倉庫の設置につきましては計画をされてるのか危機管理課長にお伺いをい

たします。そして、完成後、この橋を活用した地域活性化策や体育館の利用率向上策について

担当課長にお伺いをいたします。

次に、２項目めの山田堰井筋土地改良区の概要と運営につきましてお伺いをいたします。

先日、山田堰土地改良区の勉強会がございまして、参加をしてまいりました。その中で、こ

の土地改良区は、統合後発足55年近くが経過をいたしまして、多くの課題や維持管理の難しさ

などがございました。今後は、土地改良区の自主性を保ちながら、農業者はもとより市民の皆

様の理解と行政の果たす役割などを強く感じましたので、質問をいたします。

山田堰については、皆さん小学生の頃に教わった野中兼山によって構築されたことは御承知

のところだと思います。今から約350年前、兼山により構築されたことによりまして以降、県

下最大の穀倉地帯が形成され、水稲二期作地帯として重要な役割を果たしてきたことは言うま

でもございません。山田堰につきましては、幾度の統合を経て昭和44年４月１日に現在の山田

堰井筋土地改良区に継承され、今日に至っております。この間、大きな施設事業としては、水

土里ネット山田堰の施設事業でございます。事業名は県営物部川地区かんがい排水事業で、昭

和43年から昭和60年までの18年間で施工され、事業費は約30億7,000万円余りを投じて行われ

てまいりました。物部川井筋合同堰や山田分水工が完成し、農地の生産性の向上と用排水施設

の維持管理費を軽減し、農業経営の合理化に大きく貢献をしております。統合堰から取水され

ました水は、843メートルの隧道、いわゆる水路トンネルを通り、山田分水工によって上井川、

中井川、舟入川の３つの川に分かれて、それぞれ下流域では多くの堰や水門があり、これらは

地域の土地改良区、地元、行政によってそれぞれに管理をされております。近年は、特にペッ

トボトルや木片などごみの量が増加しており、水路への不法投棄が発生しておるとのことでも

あり、管理費用の増加につながっております。また、近年では、施設の整備や補償費について

も、経年劣化等によりましてその負担も大きくなっているようにお聞きをしております。

一方で、多目的な利用も進んでおり、地域の雨水、排水の受入れにつきましては、農村地域

での混住化が進み、農業用水路へ地域の排水路としての機能も果たしています。これについて
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は、家庭排水、すなわち合併浄化槽等の排水も受入れをしており、あるいは家庭排水の希釈な

どにも利用されております。したがって、農業用水及び水路だけでなく市民の用水であり、水

路であると言っても過言ではないと思われます。一方、防災や減災にも関わっており、地域の

防火用水や、大雨時の災害を防ぐために、24時間対応により大雨が予想される場合などは事前

に取水ゲートを閉じ、水路を開けておき、災害を未然に防ぐことなどにも生かされております。

そこで、お伺いをいたします。

これらのことを踏まえまして、現在の土地改良区の果たす役割としてはどのような思いを持

たれておりますのか、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、環境課長、危機管理課長にお

伺いをいたします。

次に、山田堰土地改良区の運営費についてでございますが、約85％は組合員からの賦課金で

賄っておりますが、近年は農業者の高齢化や減少により賦課金は大きく減少しており、大変厳

しい経営が続いているとお聞きをしております。本市の受益面積は全体の71％でございますが、

設立当初と比較して、現在の組合員数及び受益面積の推移についてお伺いをいたします。また、

経営の将来性を見据えて、平成26年度事業により、当改良区の山田分水工の施設を使用し、小

水力発電事業を実施しておりますが、本事業への補助金の交付内容についてお伺いをいたしま

す。また、これらの収支はどのようになっているのか、そしてこの事業の導入の次の年から、

本市並びに香美市の分担金が、南国市300万円であったものが150万円に、香美市が100万円で

あったものが50万円に減額されているとお聞きをしております。どうしてこの経営の厳しいと

きに半額になったのか、お伺いをいたします。

これからはますます受益面積が減少し、さらには現在の米価の現状から、組合員である農業

者からの賦課金の値上げを行う状況にもない中で、今後安定的な運営を行っていくためには、

先ほど申し上げました多面的な水路や用水の活用において、行政として応分の負担を考えるべ

き時期に来ているというふうに思います。これには少し時間をかけて、行政への貢献度をそれ

ぞれに数値化する必要もあると思いますが、今後の山田堰土地改良区のさらなる発展は本市に

とりまして重要課題と思いますが、担当課長並びに市長の御所見をお伺いをいたします。

以上で１問目を終わります。

○議長（浜田和子） 答弁を求めます。市長。

〔平山耕三市長登壇〕

○市長（平山耕三） 西本議員の御質問の山田堰井筋土地改良区の運営管理について御答弁申

し上げます。
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山田堰井筋土地改良区は、県内の93の土地改良区の中で、受益面積、組合員数とも最大の土

地改良区であり、広大な香長平野を有する本市は、長年にわたり非常に大きな恩恵を受けてき

たと思っております。また、現在進めております国営圃場整備事業の複数の工区も山田堰の受

益エリアであり、本市の優良な農地を次の世代に引き継ぎ、基幹産業である農業を発展させて

いくためにはなくてはならない組織であると認識しております。農業を取り巻く情勢は非常に

厳しい中、受益面積、組合員数とも減少し、組織運営も大変であるということでありますが、

私たちの生活に欠かすことのできない水路等の農業用施設の維持管理の役割を有する重要性を

考えましても、西本議員がおっしゃるように、山田堰井筋土地改良区のさらなる発展は、本市

にとりまして大変重要な課題であると認識しておるところでございます。以上でございます。

○議長（浜田和子） 建設課長。

〔橋詰徳幸建設課長登壇〕

○建設課長（橋詰徳幸） 瓶岩公民館への命の橋建設工事についてお答えいたします。

工事の進捗状況でございますが、橋建設工事に関係する工事３件についてお答えいたします。

１件目は、工事名、市道瓶岩体育館線道路整備工事（橋梁下部工・道路工）の進捗状況につ

きましては、５月末時点での進捗率は約77％であり、現在は道路工の山留め擁壁及び側溝など

を施工しており、工期内完成に向け努めてまいります。

２件目は、工事名、市道瓶岩体育館線道路整備工事（橋梁上部工）の進捗状況につきまして

は、橋桁等の工場製作に令和５年12月末まで、鋼橋架設工事は令和６年１月から令和６年２月、

橋梁舗装及び防護柵等の工事は令和６年２月から令和６年３月を計画しております。

３件目は、上部工の工事が完成後に発注を予定しております舗装工事がございますが、主な

舗装箇所は橋梁及び道路の舗装であり、工期は令和６年４月から令和６年６月を計画しており

ます。

次に、これまで工事を行う上で問題やトラブルなどはなかったかでございますが、大きな問

題やトラブルはございませんでした。

次に、山田堰井筋土地改良区の運営管理についてお答えいたします。

山田堰井筋土地改良区の果たす役割としてどのような思いを持たれているかでございますが、

当土地改良区の施設は多目的に利用されており、地域貢献度が高い土地改良区であると考えて

おります。

次に、増加する維持管理費につきましては、当改良区の受益面積の減少、組合員数の減少、

施設の老朽化に伴い、維持管理費の増加等の理由により、管理する農業用水利施設を活用して
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小水力発電施設を整備し、その売電収入を維持管理に充てることを目的に、小水力発電整備事

業を実施したと当改良区から聞いておりますが、今後新たな増収が見込まれないなら、将来的

な施設の更新に必要な予算の確保は難しくなると併せて聞いております。

次に、組合員数及び受益面積の推移は、設立当初、昭和39年でございますが、と令和５年を

比較しまして、組合員数は4,700人から2,808人になり、1,892人の減少、受益面積は1,860ヘク

タールから1,358ヘクタールになり、502ヘクタールの減少となっております。

次に、補助金の交付内容でございますが、国の補助が平成27年度4,260万円、平成28年度１

億8,950万円、県補助、平成27年度1,680万円、平成28年度7,580万円、収支としまして小水力

発電事業特別会計資本歳入歳出決算で、平成27年度、歳入合計8,963万円、歳出合計8,945万

9,650円、平成28年度、歳入合計３億7,977万2,240円、歳出合計３億7,977万2,240円でござい

ます。

次に、分担金がなぜ半額になったのかにつきましては、平成26年度に香美市が当土地改良区

との覚書記載の維持管理費分担金を２分の１に減額としたことに伴い、南国市も同率の２分の

１の減額に同意し、平成27年度から150万円になったものでございます。

次に、所見につきましては、先ほど述べましたとおり、当土地改良区の施設は多目的に利用

されており、地域貢献度が高い土地改良区であると考えております。以上でございます。

○議長（浜田和子） 危機管理課長。

〔山田恭輔危機管理課長登壇〕

○危機管理課長（山田恭輔） 瓶岩体育館の避難所としての指定についてお答えいたします。

瓶岩体育館につきましては、施設本体には浸水や土砂災害などの被害想定は示されていない

ことから、既に避難所の指定は行っておりますが、一旦災害が発生いたしますと孤立する危険

度が高まるため、現在避難所としての使用を行っておりません。体育館に続く新たな橋梁が完

成いたしますと、その危険度も下がりますので、地区内の避難所として安心して避難をしてい

ただけるようになると考えております。体育館の敷地内には、避難時に使用する資機材等を備

蓄する防災倉庫を設置するよう、国の補助金を活用する計画に位置づけておりますので、設置

に向けての取組を進めてまいります。防災倉庫は他の指定避難所と同様に、幅6.1メートル、

奥行き2.35メートル、高さ2.4メートル、広さ14.47平方メートルの規模の倉庫を設置する予定

でございます。あわせて、倉庫には毛布や照明灯、発電機などの資機材を配備いたします。ま

た、迅速な避難につながるよう、避難路となる橋梁付近にはソーラー蓄電の避難誘導灯も設置

していく予定でございます。
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次に、防災・減災における山田堰井筋土地改良区の果たす役割についてお答えいたします。

先日の台風２号の接近時には、高知県に線状降水帯の発生が発表されるなど、近年では気候

変動による降雨量の増加が見られ、豪雨被害が頻発する状況となっております。このような状

況においては、これまで河川管理者が行っていた治水対策では追いつかず、河川流域全体での

対策が必要となるため、現在流域治水という考えのもと、ハード、ソフト両面の様々な取組が

進められております。本市におきましても、洪水ハザードマップに掲載するタイムラインの作

成に向けての支援を行うなど、流域の関係団体とともに命を守る対策に取り組んでおります。

また、土地改良区におかれましても、増水時には堰の運用や水路の維持管理に御協力をいただ

くなど、流域治水の関係者の一人として一翼を担っていただいております。

今後も、引き続き住民の命を守るための御協力を願うところでございます。以上でございま

す。

○議長（浜田和子） 生涯学習課長。

〔前田康喜生涯学習課長登壇〕

○生涯学習課長（前田康喜） 西本議員の御質問にございました工事完成後の橋を活用した地

域活性策や体育館の利用率向上対策についてお答えいたします。

市道瓶岩体育館線道路整備工事が完成した際には、地域の活性化については、瓶岩地区地域

活性化のための自治活動団体と、体育館の利用率向上については、瓶岩公民館運営審議会など、

地元と市が協議の上で新たな地域活性化策について一緒に考えていきたいと考えております。

以上です。

○議長（浜田和子） 農林水産課長。

〔古田修章農林水産課長登壇〕

○農林水産課長（古田修章） 山田堰は、西本議員が言われるように、野中兼山が新田開発を

進めるために整備をしたもので、このかんがい用水を基に本市に広大な農地が広がることとな

り、そのおかげで本市は農業を基幹産業として発展をしてまいりました。そして、その農地は、

食の安全、環境の保護、地下水の供給などの様々な広域的機能にも大きく貢献しているもので

ございます。山田堰井筋土地改良区におかれましては、近年宅地開発等が進んだことなどで、

受益地となる農地の減少によって、賦課金による運営、維持管理にも苦慮されていることと思

いますが、現在進められている国営圃場整備事業の区域としましても、その多くが山田堰で取

水した物部川の水が流れる農地であるなど、地域を潤す、なくてはならない用水を維持管理す

る重要な役割を担う団体であると考えております。以上でございます。
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○議長（浜田和子） 農地整備課長。

〔田所卓也農地整備課長登壇〕

○農地整備課長（田所卓也） 土地改良区の果たす役割としてどのような思いを持っているか

という御質問ですが、土地改良区は、土地改良法に基づき圃場整備事業などの土地改良事業を

行うための公的役割を持つ県知事認可の法人組織であり、本市におきましても、国営圃場整備

事業の進捗に伴い、新たに高知南国土地改良区が立ち上げられたところでございます。近年、

農業を取り巻く情勢は大変厳しい状況でございますが、農地及び農道水路等の農業用施設の維

持管理につきましても、農家の高齢化等により、同様に大変厳しい状況にあると思っておりま

す。

先ほど西本議員が申されましたとおり、農地や農業用施設は、環境面や防災面など様々な側

面での機能を有しており、私たちが日常生活をしていく上でなくてはならない地域資源であり、

それらを維持管理する役割を担う土地改良区の存在意義は大変大きなものであると認識してお

ります。以上です。

○議長（浜田和子） 環境課長。

〔横山聖二環境課長登壇〕

○環境課長（横山聖二） 河川や水路への不法投棄についてお答えします。

市民の方々より、河川からごみが流れてきて水路が詰まり、田畑に流れ込むなど、日常生活

の支障になっているとの声が寄せられております。また、市内各河川の下流の方々からも、ご

みが流れてくるとの連絡があっています。河川への不法投棄につきましては、市広報紙や看板、

のぼり旗等での啓発により不法投棄の防止を行っております。また、河川一斉清掃等によりご

みの回収を実施しております。

○議長（浜田和子） 西本良平議員。

○６番（西本良平） 市長はじめそれぞれの担当課長様から御答弁をいただきまして、安心も

しましたといいますか、それぞれの思いをきちっと述べていただきまして、この土地改良区の

関係についても、体育館の関係につきましても円滑に進んでおるということが聞き取れました。

まず、瓶岩体育館の件でございますが、建設課長によりますと順調にいっておるということ

でございますが、私もこの関係につきましては、足かけ10年、５回の一般質問を経まして、平

成19年12月議会におきまして平山市長さんに御英断をいただいて、今日の着工にこぎ着けたわ

けでございまして、いよいよ期待も膨らむ完成が間もなくというところまでやってまいりまし

た。
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そこで、２問目になろうかと思いますけど、まず危機管理課長から御答弁いただきましたが、

防災用の施設で運用もしますよということでございますし、防災倉庫も建設しますという方向

であるわけでございますが、一つ、これは本市一円に避難場所に指定されておる体育館は、同

様の考え方になろうと思うんですね。が、これは体育館へのエアコンの設置なんですが、特に

瓶岩体育館といいますのはすぐ裏側を、もうすぐ裏側ですがひっついて、国分川の上流であり

ます大きな瓶岩川が流れておりまして、そこには堰もあって、戸を開けると大きな音があって、

いわゆる敬老会など大きな地域イベントをやっても、戸が開けられないという状況があるわけ

でございますね。

そういった中で、私はこれからいわゆる関連死だとか、あるいは病状の悪化だとか、高齢者

がこれから１日や２日やないわけですね、避難するということは。これは大雨のときは一晩で

いいかもしれませんが、地震になりますとそういうことじゃなくて２週間とか20日とかという

ところへいくわけですが、そういう中で、すぐにはこれはいかんことは私も承知して申し上げ

ております。本市は、特にこの防災面では、津波避難タワー14基には、皆さん胸に手を置いて

少し思い浮かべていただければ分かると思いますが、全国に先駆けて、これは私は南国モデル

といってもいいんじゃないかと思うぐらい一挙に14基を、大阪城の築城やないですが、本当に

やれた、あの実力っていうのを思ったときに、当然エアコンというのは密閉空間でないとなか

なか利きにくいということもあると思うんです。そして、膨大な費用もかかるということも分

かっておりますが、これは県、国の事業をどういうふうに引っ張るのか、あるいは事業が出て

こなければ出るようにするのか、そういうことも含めて、瓶岩体育館から今発進をさせていた

だいておりますけれども、冬場は開けますと、川沿いですから物すごく寒いということで、ど

うしてもそういうことを考えていかなくてはならない。そして、公民館部分では、たった20畳

そこそこしかないわけでして、恐らく２家族がおる精いっぱいぐらいやと。会議をしましても

20人ぐらいしか入りませんので、そういった公民館であるということもあって、徐々に橋がで

きますと、そういったところへも設備を増強していただくという意味でお願いをしておるわけ

でございます。

私は、ひとつ危機管理課長、あるいはそれに関係する課長、財政課長も含めまして、南国市

全域の体育館へ、ぜひとも全国あるいは県下でも指折りのモデルとして、この南国モデルとい

う発想の下にぜひとも、大規模な工事になろうかと思いますよ、お金もかかるかもしれません

が、できるだけ単独資金を使わないような方法で、今から手を挙げて頑張ってやっていただか

ないと、５年も10年もまたかかるわけですので、いつあした起こるやらも分かりませんので、
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ぜひともそこのあたりにつきましても御検討いただきたいというところで今日は止めておきた

いと思います。

次に、資機材の関係でございますが、いろいろとおっしゃっていただきましたが、ぜひとも、

畳も板張りですから、当然高齢者や子供たちも、一晩はこらえれても、毛布敷いてもとにかく

寝れんと思います。だから、畳も、あるいは段ボールベッドとかパーティション、いわゆるプ

ライバシーの保護のための資機材も、今後検討いただきたいなというふうに思っております。

ここ２問目でお聞きしますし、またどうしても今後は仮設住宅をその後は建てることになる

わけですが、山は非常に平場が少のうございます。いざ、それはどこの、あの人の田んぼはこ

れじゃとか、あるいはせっかく宅地になっちゅうところがあるけんど、これは誰んくじゃおで

はなくて、今から地元も協力をして、一緒になって協定を結んでおくということにも、この際

に橋の完成と同時に、避難所としてのらしさを出していくという思いで、ぜひとも地元も協力

をするように言っておりますから、ぜひともよろしくお願いを申し上げたいというふうに考え

ます。これは２問目にさせていただきます。

次に、長々と言いましたが、土地改良区の問題でございますが、もともとは昭和30年代には

かなりの組合員数がおいでまして、発足当時から来て、昭和63年に今の10アール当たり

2,700円という賦課金が決められて今日まで来ておるわけですが、これがなかなか、値上げを

するというところに今日の農業情勢でございますが、稲作という視点でいうと、１俵は１袋

4,800円ですが、１俵が9,600円ばあしかせん時代でございますので、これが昭和60年代、ある

いは令和の初め頃の水準ですと値上げも簡単にいくと思うんですが、そういうことが１点と、

それぞれ個別のこれは団体ですから、当然自主的な努力というものも必要でございます。それ

はもう承知の上ですが、先ほど来申し上げましたように、非常に近年は多面的な利用というも

のが増えてきたと私は思っております。したがいまして、しかも高齢者が非常に多くなってき

て、川上、川下でいいますと、川下の部分になる農地に近いほうの改良区であったり、地元で

あったりするところでは、非常に田役でありますとか、あるいは出夫役に出てくれる人が減少

しておると思う。本当に、顕著に表れておるようでございます。

そうした中で現在は、先ほど１問目でも申し上げましたように、やはり混住社会になってま

いりまして、多くの方々のうちから家庭排水が、市も当然許可をするわけですので、流れるよ

うになりました。これには、用水は希釈水としても使われておりますし、それから合併浄化槽

のような水が入ってもくるわけでございますし、そういうようなことで、気象条件も変わって

きて大雨も降って、道路も流れやすくなっていく。そして、今環境課長からもお話がございま
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したように、不法投棄もかなりあって、それら今までになかったことがどんどん積み重なった

維持費が今日かかってくるようになってきた。ここは、私もお話をお聞きする中で、一番今回

の質問の肝の部分であろうというふうに思うわけでございます。これは、それぞれの課長、農

業分野の課長も含め市長も、この組織の重要性、あるいは用水、あるいは水路、この重要性は

間違いなく本市にとって重大な課題であると市長も申されました。まさに、これはありがたい

お話で、そういうことが理解を十分された上でございます。あとは、どういうふうにこれを一

般市民の方々に理解をしてもらうのか。農業者は一定、私は今日までの水路の恩恵というもの

を農家は十分承知をしておりますから、それはそれで10アール2,700円が高かろう安かろうじ

ゃなくて、これは値上げになりますとまたちょっと話が変わってくると思うんですが、これは

受け入れられると思うんですね。一般市民の方々が、こういった災害まで含めて恩恵を受けて

るんだよということを、私はこの質問によって何人かの、幾ばくか何人かの方に知っていただ

けたらという思いも実はそこにあるわけでございます。

あまり詳しく言いますと時間もあれなんですけども、今用水路を経年、50年を超えて用水路

の舟入川なんかもそうですが、竹やぶがそのまま水路にというか、川にのしかぶってきたり、

雑木が来たりとかということの作業なんかも、今田役のときに大変な状況のようでございます。

川下ではそういうようなこと、それから川上であるこの本改良区についても、非常に50年を超

えますと、コンクリートも当然経年劣化をしていくわけでございますから、これの補修作業も

大変なようでございます。これは、土地改良区の単独の資金でやらなければならない。200万

円以上の事業費になりますと、適正化事業というのがあるようでございまして、これは国、県、

それから事業主体が持ち出しでやる工事もあるようですが、なかなか200万円以上じゃなくて、

未満の工事がなかなか累積されて大きいというふうにも聞いております。

そういうようなことを考えますと、市民の御理解も要りますし、農業者の理解も要りますが、

それぞれ関係する課も連携をしていただいて、南国市の一次産業は農業である。未来永劫にこ

の農業が続いていくだろうという認識があるからこそ、圃場整備事業にも取組を進めてきたわ

けでございます。したがって、私は今から経営が苦しゅうなったき何とかしてください、分担

金を上げてくださいじゃなくて、やっぱり公共的、公益的にここの部分は行政が当然負担する

部分じゃないですかっていうところを議論を始めなくてはいけないんじゃないですかというこ

とを今日の質問で申し上げたい。ここは、少し２問目で、担当課長、建設課長並びに市長にも

ちょっとお伺いをしたいというふうに思っております。そうしないとこれはいかんわけです。

もう一点、これは先ほど御答弁も建設課長からいただきましたし、中身について私も蒸し返
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して触れませんけれども、要するに香美市の覚書の中に、半額にするということの理由があっ

たということなんでしょうが、それは他市のことでございますから深くは言いませんが、うち

も決して今五、六年前の状況を見たときに、五、六年前までは300万円出しよったが、これを

150万円に減額せないかん、五、六年前の財政状況ではなかったように私は思うんですね。だ

から、早くここは安定的な運営をしていくために、決算状況も年に１回は、どの課がいただく

のか別としてもらい、出席もさせていただいて注視をしながら、まず来年度、６年度の当初予

算には、元の額に香美市と共々に、市長も３市でいろいろなことをやってますから、香美市の

市長とはお話合いができる立場であると思いますので、この辺の話がどうやおねっていうとこ

ろから入って、何とか年内に協議を進めていただいて、来年度の当初予算に一旦まず戻すとい

うところから入らないと、私はこれはなかなか、今申し上げましたように、ほかの分野でこれ

だけの数値化をして、これだけの分担金を増やしてくださいとかという方向へいきなり行くと

いうことには、なかなか難しいんではなかろうかというふうに思います。

時間もせいてきておりますが、もう一点は、じゃあ土地改良区としての努力はどういうとこ

ろでやっておるのかっていうところになると思うんですね。私もお聞きしてみますと、実は土

地改良区としては、去年の11月頃から、今までにないような永瀬ダム、暴れ川の物部川の一番

のもとである永瀬ダムの水量が極端に、ちょっとないぐらい減っておったようでございます。

むしろ、減ったからできたというところもあるんでしょうが、今６年間かけて30万立米という

ものの土砂を、今堆砂を上げておりますが、県が上げてますけども、この工事もやりよかった

のかもしれませんが、要は水があるのは何とかやりようがあるんですが、ないのは本当に困る

ということで、数年前から水源涵養林の育成事業にも取り組んで、苗木を植えたり、あるいは

物部村以北のところの水源の涵養事業をやっておられますし、それから今イノシシや鹿の食害

によって森林が破壊をされておる、その分野では、鹿が来ないようにネットをきれいに一つ一

つ張ったりとか、そういう努力も組合員さんと共々に一緒にやられておりますし、あるいは平

成19年には女性部の発足もして、組織のＰＲ活動であったりとか、いろんなことを女性部共々

やられておりました。非常に結構なことだろうと。そして、子供たちに、この野中兼山のこと

だけではなく、今の水路の現状や用水の現状など、あるいは物部川のことなどを、出前授業と

いいますか、そういったものもやられておりまして、非常に感銘も受けたところでございます。

紙芝居を使ったりしてやっておるようでございます。そして、水源地は物部村ですから、ここ

の108世帯の水源地への感謝ということを農業者が思うのが当たり前でございまして、水があ

るからお米ができる、そういう思いで感謝米というのも送られておると。
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だから、手をこまねいてるんじゃなくて、いろんなＰＲ活動もやりながらですが、実態とし

ては農業者から賦課金を上げるわけにはいかないよっていうのが前提にあって、これからのじ

ゃあ水路管理やら維持管理をしていくのに、行政にどういうふうにどんな関わり方があるのか

っていうのが、私のこの質問が契機になれば非常に私もありがたいと思うんですが、そういう

ようなことで、先ほど２点目に申し上げましたように、まず元へ戻すことについてどう思われ

るのか、担当課長、市長にお伺いし、そして今後の組織に対して行政の在り方としてはどうい

うふうに進めるべきなのか、この２点についてお伺いをして２問目を終わります。

○議長（浜田和子） 西本議員の質問の途中でございますけれども、昼食のため休憩いたしま

す。

再開は午後１時であります。

午前11時55分 休憩

――――◇――――

午後１時 再開

○副議長（西川 潔） 休憩前に引き続き会議を開きます。

西本良平議員の一般質問に対する答弁を求めます。市長。

○市長（平山耕三） 西本議員からの２問目につきまして、私のほうからは山田堰に対する支

援ということで、どのような支援がという中で、まずは分担金を元に戻すことからという西本

議員からの御意見がございましたが、この分担金につきましては、小水力発電を導入した後、

２分の１になったというようなことになっておるわけでございまして、その経緯っていうもの

はあるはずでございますので、その経緯を伺った上で、また小水力発電の状況、またそれを踏

まえて全体の運営の状況、そういったことをお聞かせ願い、どのような支援が市としてできる

のかということを考えさせていただきたいと思います。まさに今から、西本議員もおっしゃっ

たように、スタートするということで考えたいと思います。以上でございます。

○副議長（西川 潔） 危機管理課長。

○危機管理課長（山田恭輔） 避難所の住環境についてお答えをいたします。

本市の避難所となります体育館は、議員のおっしゃるとおり、気密性のない構造となってお

りますので、冷暖房の効果が薄れるため、施設の改修も併せて実施する必要がございます。今

後、冷暖房設備の整備や施設の改修につきましては、施設の長寿命化や財政面に関わってまい

りますので、関係課と協議を進めてまいります。また、段ボールベッドやパーティション等の

備品の配備につきましては、現在の集中管理から分散備蓄にするように進めておりますので、



－137－

整備予定の備蓄倉庫や他の配置スペースがあれば配備するようにいたします。仮設住宅用地の

確保につきましては、本市の喫緊の課題となっておりますので、ぜひとも可能であれば、地元

の皆さんとの協力を得て協定を進めていきたいというふうに考えております。以上でございま

す。

○副議長（西川 潔） 建設課長。

○建設課長（橋詰徳幸） 分担金を元に戻すということについてお答えいたします。

過年度から現在に至るまで、また現在から将来を見据えた経営状況、また経営指標になる資

料等をお示ししていただいてからの検討となると思いますが、山田堰井筋土地改良区は地域貢

献の非常に高い土地改良区ということは認識しておりますので、まずその資料を出していただ

いてからスタートになると思います。以上でございます。

○副議長（西川 潔） 西本良平議員。

○６番（西本良平） 御答弁２問目、ありがとうございました。

危機管理課長からは、私も質問の中でも少し申し上げましたように、気密性の問題とかいう

ことがあるということで、なかなかすぐにっていうことではないということ、これは私も承知

をしております。

それから、先ほどの２問目でも申しましたように、この問題はなかなか瓶岩だけの問題でも

ないということからすると、申し上げましたように、それぞれの関係課とも協議をしつつ、南

国モデルとして早い段階でそういった体育館の住環境整備というものも考えていかないと、有

事の際に高齢者や病気を持っておられる方々が悪化の方向に行き、さらに亡くなる方が増える

ということにもなるわけでございますし、それが長期にわたるということになりますので、現

在の今の山田課長さんの働きぶりにつきましては、私どもも感銘を受けるほど本当によくやっ

ていただいておるというふうに思いますけれども、さらにそこをまた、申し訳ないですがパワ

ーアップをしていただき、関係課とも協議いただきながら、早く取組を進めていただくことを

お願いしておきたいというふうに思います。

また、協定につきましては、地元と協議をしながら、候補地の選択もして、一緒になって前

向きに検討していきたいというふうに考えますが、その答弁をいただいたとおりでございます。

ありがとうございました。

そして、建設課長並びに市長からいただきました山田堰土地改良区のお話でございますが、

おっしゃるとおり、資料を見て、そしてどういうことからなったかということの原因も含め、

これからの３年、５年、10年先の長期ビジョンに立った上で、本当に行政としてやるべきこと



－138－

は何なのかというところももちろんあろうと思います。ただ、私が申し上げてきたように、今

これからも、これまでもですけれども真摯に、この組織としては少人数で支えてこられたと思

います、組合のために。そのためにはいい人材をということで、職員さんも一生懸命頑張られ

ております。そして、そんな中で一大危機に向かわれたときに、私は臨時とはいえ職員の定数

削減をしたり、職員の給与をカットしたり、役員報酬を下げたりというところまでやった上で、

こういった大きな仕事をされておるというところに、非常に胸が痛む思いもいたしまして、今

後そういったことができるだけ少なくなり、そして未来永劫に南国市にとって、どうしてもこ

れは誰もが、今日御答弁いただいたように必要な施設でございますから、これの運用というこ

とで、土地改良区さんのほうにも適切な資料を早く出していただいて、検討いただいた上で、

まずもって私は元の正常なといいますか、元の分担金にまず戻して、そこからどういう経営が

今後何年間できていくか、そこから後はどういうふうにやっていくべきか、そこは市民合意も

要りますから、こういったことの情報提供も市民にもしながら、農業者だけでなく、たくさん

の人が恩恵を受けているよということを知っていただいた上で予算措置をすれば、私は市民の

合意をいただけるんじゃないかなというふうにも考えております。

これから大きな災害も、大雨災害も増えてまいります。そして、台風も来ます。いろんなこ

とが起こる中で、山田堰井筋土地改良組合の皆様方に本当に敬意を表し、これからの時期を我

々が安心して過ごせるようにまた頑張っていただきたいということもありますし、このことに

対して行政がしっかりと応えていくことも私は重要であろうと思います。今回初めてこの質問

をさせていただきましたのであれですが、また改選後この場に帰ることになりましたら、私も

この問題はなかなか１回で終わるものでもないと思いますし、そして圃場整備というものに、

何と申しましても引っかかってひっついてきますので、真剣に皆がこの問題には向き合ってい

く必要があろうというふうに思います。

どうかこの土地改良区の正常な、そして発展的な運営ができますことに協力をお願い申し上

げ、そして未来永劫の南国市の一次産業、農業が守れますことに期待を申し上げまして、本当

に多くの課長さんに真摯にお答えいただき、市長からもお答えいただきました。

以上で今定例会の私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○副議長（西川 潔） 11番土居恒夫議員。

〔11番 土居恒夫議員発言席〕

○１１番（土居恒夫） 11番、土居恒夫です。おなかも張ってちょっと眠たいかも分かりませ

んけども、私の質問に耳を傾けていただければ幸いと思います。
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私のほうから観光文化のまちづくり、２番目に防災対策について、３番目にＭＩＡＲＥ！の

課題について、４番目、小学６年生、十市小学校の６年生より提案をもらいました高齢者に優

しい十市にするためにはという４項目について順次質問をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。

１項目めの観光文化のまちづくりについて質問をしたいと思います。

観光文化、あるいは文化観光のまちづくりとは、あえて言わせてもらいますが、観光地では

ない南国市において、市民が地域に誇り、愛着を持ち、住み続けたいと思えること、また市外

からも新たに住んでみたい、来てみたいと思える人が増えることで関係人口を増やし、地域活

性化を実現してみてはどうかとの思いで今回の質問をさせていただきました。そのきっかけと

なりましたのが、第40回目の貫之墓参研修旅行に私も初めて参加をしまして、先月30、31日、

２泊３日で国府史跡保存会の方々と一緒に初めて参加させていただきました。墓前では、延暦

寺の僧侶による読経、そして貫之の和歌２首を参加者全員で吟じ、森閑とした森の中でしばし

1,000年前の思いに浸ることができました。主催者の国府史跡保存会の皆様は、初代会長の公

文さんをはじめ現在の岩川会長まで、７代にもわたり約60年間もの間、貫之の顕彰に努められ

ています。1984年からは墓参を始められ、今回は新型コロナの影響で４年ぶりの墓参となりま

した。

そこで、今回初めて参加されました市長に墓参などの感想をお伺いしたいと思います。

○副議長（西川 潔） 市長。

○市長（平山耕三） 新型コロナウイルスの影響で４年ぶりに開催されました国府史跡保存会

によります紀貫之墓参に、今回初めて参加させていただきました。今までもお誘いいただいて

おりましたが、毎回公務が重なって参加できていなかったため、今度こそはということでスケ

ジュール調整をし、参加させていただいたところでございます。国府史跡保存会が紀貫之顕彰

事業として行っております「土佐日記門出のまつり」には毎年参加させていただいており、ぜ

ひ墓参にも行ってみたいという思いがあったため、今回その思いが実現したことは大変うれし

く思っております。お誘いいただきました国府史跡保存会の皆さんに改めて感謝申し上げる次

第でございます。

墓参当日には、大津市産業観光部長をはじめ大津市役所の方々や、高知県大阪事務所長や観

光部長、京都高知県人会事務局長などや、比叡山鉄道株式会社取締役など多くの皆さんに温か

くお出迎えいただき、墓前では比叡山延暦寺の僧侶による読経などの法要が行われました。紀

貫之のお墓は大津市の比叡山中腹にあり、そこからは琵琶湖が木々の間から見ることができ、
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見晴らしのよい場所に眠っておられることに歌人紀貫之らしさを感じました。今回の墓参は

40回を数えるということで、40年もの長きにわたり墓参を続けてこられました国府史跡保存会

の皆様の努力に心より敬意を表するとともに、参加いたしました二十数名がともに法要に立ち

会い、紀貫之をしのぶことで参加者の絆も深まり、国府地区の歴史に対する思いの強さ、郷土

愛が感じられ、ひいては国府地区の地域力、連帯力が醸成されているのだなと感心させられた

ところです。

このように、地域の偉人を顕彰することは地域づくりにつながり、意義ある取組であると感

じ、幅広い世代と地域をつなぐ取組として、これからも墓参をはじめ各顕彰事業をぜひ続けて

ほしいと思ったところであります。以上でございます。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。まさに、私も御一緒させていただきまして、

本当に先ほど市長の述べられたような感じを受けました。

そこで、国府史跡保存会の皆様の取組は、南国市の貴重な財産の歴史を生かした、これは観

光文化のまちづくりそのものではないでしょうか。観光文化は人の営みが生み出すものであり、

それ自体が文化の担い手の一つであると同時に、豊かな文化の存在が観光を支えるという相互

依存の関係にあります。文化と観光は切っても切れない関係にあります。文化に触れて感動す

る、文化について発信する意図や、支え手が増える、そして訪れる人が増え、地域が活性化す

る、このようなことが南国市に住んでよかったことにつながるものと思います。

ここで、文化政策研究者で同志社大学教授の太下義之さんの記事を紹介してみたいと思いま

す。

例えば、伊藤若冲が好きな海外のビジネスパーソンが東京出張に来たとします。そのとき、

どんな情報が提供できればいいでしょうか。このビジネスパーソンは、せっかく日本に来たの

だから、どこで若冲の絵を見ることができるだろうかとまずスマホで検索するはずです。そこ

で、金沢の美術館がヒットしたとします。次は、そこへの行き方を調べるでしょうし、さらに

宿泊場所や地域のおいしい料理も検索するのではないでしょうか。しかし、現状ではこれらの

情報を一気通貫で提供できるサービスは存在しておりません。それは、例えば紀貫之に興味を

持って調べたり、また南国市を訪れたりしてスマホで検索してみても、若冲と同じような状況

になるでしょう。

そこで質問ですが、このようなことの整備も必要なことではないでしょうか。貫之だけでは

なく、観光のＤＸ化についてお伺いいたします。
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○副議長（西川 潔） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） 議員のおっしゃるとおり、旅中で必要な情報を収集するツール

としてスマートフォンは欠かせないものとなっております。紀貫之を検索し、南国市観光協会

のホームページにアクセスしていただいた場合には、観光協会のホームページに掲載している

南国市の宿泊場所や、おいしい料理、体験などの情報を収集できるかと思います。しかしなが

ら、施設や目的地までの行き方を調べることができるアプリで利用者が最も多いと言われてい

るのはグーグルマップであり、これらのアプリを使ってキーワードや位置情報で検索し、施設

等の電話番号や公式ホームページのＵＲＬ、予約方法、行き方などの情報を収集される方が多

いと思われます。

このことから、観光施設や飲食店などの事業者がユーザーに店舗情報を簡単に伝えるため、

令和２年度や３年度には、県や物部川ＤＭＯ協議会が、事業者に対し、グーグルビジネスプロ

フィールの登録方法等の研修を実施いたしております。以上でございます。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。

これには予算も伴ったり、あるいは人的の必要性もあることでしょう。私の言いたかったの

は、このようなことをして、せっかく南国市に訪れた方に楽しんでもらえるような、そして、

どういいますかね、がっかりさせないようないろんなものでＤＸ化を進めていただきたいと思

います。

それでは次に、国史の紀貫之の顕彰を脈々として、先ほど御紹介いたしました国府史跡保存

会の文化が、まさにまちづくりの礎となっているのではないでしょうか。御存じのように、紀

貫之は４年間の赴任を終え、書いた土佐日記に記されている、日より待ちして10日近くも船を

留めたとある大湊の古跡について、今度はちょっと少しロマンをかき立ててみたいと思います。

この大湊説につきますと、前浜地区というか、大湊地区に結構叱られるのではないでしょう

かと思いますけども、一応昔ここに十市古事考というて故事を考えるという本が、50年前ぐら

いに出た本ですけども、この中に山本笹樹さんという方が書いてますけども、十市の石土池、

あるいは東沢も昔は大湊ではなかったかということが記されているわけです。十市には弥生式

の土器も出ておりますから、石土池あるいは十市池というのは、1,000年も前から大きな池が

あると記されておりますし、そして今も1,000年前の地形としますと、多分各島があったり、

今の十市の圃場整備されている東沢地区と池がつながったり、あるいは阿戸地区から海につな

がってたりして、結構いい船町、風待ちの港として、非常に地形として優れたものではなかっ



－142－

たかと思いますが、ただ推測の域を脱しませんので、この大湊説につきましては、またいろん

な場で考えて研究もしてみたいと思います。

そこで、石土池から平安文化に浸るちょっと提案もしてみたいんですけども、例えば石土池

のところで観月のうたげを催してみてはどうでしょうか。門出のまつりがありますし、大湊で

もいろいろ催して、船出の祭りとかをやってますけども、平安時代に池を眺めて、そして今の

峰寺のある八葉山から出る満月というのは大変いい満月でございます。そのようなことで、昔

のロマンに浸りながら、池の上ではちょっと小船の中で、どういいますか、平安の雅楽でも聞

きながら、そして池の周りに宴席をこしらえて、そこで観月のうたげなんかをやるのも一つの

いいものではないかと思います。近くに医療センターの前に住吉池という、そこも歌人に詠ま

れた大変有名な池もあります。そして、いろんな十市の石土池周辺にも歌が詠まれております

んで、中秋の名月の時期に、そのような今みたいな催物を、観月のうたげのような催物を一つ

やってみてはどうか、これは行政にお願いするべきものではないでしょうけども、これも一つ

の地域の文化の観光ということで提案をしてみたいと思いますけども、これについて御答弁を

お願いします。

○副議長（西川 潔） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） 議員提案の観月のうたげにつきましては、紀貫之邸跡において、

「土佐日記門出のまつり」が国府史跡保存会主催で、まほろば囃子や土佐日記の暗唱、俳句の

展示などの内容で行われているように、観月のうたげも十市の石土池という地域資源を生かし

た地域の行事、お祭りとして実施されることで、みやびやかなイベントとして特色あるものに

なるのではないかと思われます。以上でございます。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。いつ実現するか分かりませんけども、そうい

ったロマンも一つの催物もお願いしたいと思います。

次に、同じような、ちょっと砕けた提案だと思いますけども、浜幸じゃない、ごめんなさい、

青柳の銘菓に有名な土左日記というのがありますけども、これは青柳さんに聞いたわけではな

いんですけども、土左日記の南国バージョンのようなお土産物でも、ちょっとこの場に悪乗り

してやってみたらどうかと思います。例えば、できるかどうか分かりませんけども、パプリカ

のあんことか、マンゴーのあんことか、南国市特有の何かいろんな農産物を使ったものでこし

らえて、南国版土左日記とかというのを商品開発として作られてみてはどうでしょうか。やは

り、甘いものというのは大変喜ばれると思います。誰もが嫌うものじゃありませんから、スイ
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ーツ的に面白い商品になるんではないかと思ってちょっと提案をしましたけども、この件につ

いて答弁をお願いします。

○副議長（西川 潔） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） 議員のおっしゃるとおり、南国市色を出した商品や銘菓が増え

ることは、南国市への観光客のお土産になるなど、南国市を売り込むことにつながっていくも

のと思われます。現在、南国市の中小企業者等が、南国市の地域資源を活用して特産品や観光

資源の開発を行う事業に対する補助制度を設けておりますので、土左日記の南国市バージョン

を含め、南国市色ある商品が開発されることを期待しております。以上でございます。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。

せっかく土佐日記という、これは日本だけじゃなくて世界に発信できる非常なネーミングと

いいますか、ものだと思います。何かで見たんですけども、下関の高校生が、台湾の高校生と

土佐日記を通じて日本文化の仮名の勉強とか和歌の勉強をしているようで、台湾でも紀貫之を

知って、土佐日記はやはりすごい日本最初の日記文学ということで、世界で通用するようなネ

ーミングだと思いますので、何かそういった、面白いじゃないですけども、青柳さんがどう言

うか分かりませんけども、何かそんなんもぜひ機会があればちょっと提案していただければと

思います。

次に、前浜の掩体壕を生かした取組についてお聞きいたします。

高知空港の南側の田園地帯には、第２次世界大戦中に使用され、戦闘機の格納庫の掩体が７

基点在しております。昨日も村田議員も御紹介されてましたように、その貴重な戦争遺産であ

る掩体群から平和への願いを後世に伝えるという取組がありますが、それについてお聞きいた

します。

○副議長（西川 潔） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） コロナウイルス感染症の拡大の影響により、遠距離の移動が制

限されたことから、県内の学校の修学旅行や教育旅行で前浜掩体群が再注目されたことを物部

川ＤＭＯ協議会が捉え、県のＳＤＧｓ教育旅行プログラムに掲載することなどによって、県内

外からの修学旅行や教育旅行の誘致を図っており、既に令和５年度、６年度の予約を受け付け

ております。このような団体の受入れ体制を整備するため、本年度、南国市観光協会と物部川

ＤＭＯ協議会が共同で掩体ガイドを養成する講座を実施する予定となっております。また現在、

戦時中に実際に掩体を作る作業に関わった方がガイドとして活躍されていることから、南国市
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観光協会がこのガイドの動画を作成しており、今後の教育旅行に活用していくこととしており

ます。以上でございます。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。

修学旅行の誘致は大変ありがたい取組だと思いますので、今後期待したいと思います。しか

も、ＤＭＯが文化振興に携わってもらえるということは大変ありがたいことだと思っており、

今後も南国市の観光文化のまちづくりに尽力されてくださればありがたいことと思います。こ

れからインバウンドも期待され、特に台湾の旅行客を現実に目の当たりにします。先日も、観

光協会総会の懇親会の横の席でも、台湾からのツアー客が大変多く夕食をされておりました。

インバウンドへの対応につきましては、昨日の新聞にも載ってましたけども、高知空港の拡張

化も決まりましたので、大変期待することでございます、そして、関西万博には、海外から

350万人、そして国内からも2,800万人もの来訪者が予想されております。関西空港にはキャパ

も250万人か、たしかそういうふうなことが予想されておりますので、高知経由の関西空港と

かいろんなこともまた考えて、インバウンドも非常に増えるかと思います。まだまだ南国市に

は生かせてない文化もあります。濵田知事は関西圏へ売り込みもされておりますので、ぜひこ

れからの新しい南国市の観光文化についてそのような取組をされたいと思いますが、どのよう

な感想を持たれたかをお聞きいたします。

○副議長（西川 潔） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） 南国市には、紀貫之や長宗我部元親、お遍路や掩体群など貴重

な歴史や文化があります。これらは、南国市を県外、海外へＰＲしていくためには、南国市海

洋堂ＳｐａｃｅＦａｃｔｏｒｙなんこくとともに重要なコンテンツになると思っております。

しかしながら、これらの歴史や文化に強く興味を持たれた観光客に十分楽しんでいただくため

には、観光ガイドによる解説や、観光ガイドと一緒に南国市の歴史や文化に触れ合うウオーキ

ングイベントなど、人と人との交流が重要になってくるのではないかと思いますし、その積み

重ねが、交流人口の増加、観光文化の醸成や観光文化のまちづくりにつながるのではないかと

思ったところでございます。以上でございます。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。

それでは、学校教育での紀貫之の顕彰についてお聞かせください。

○副議長（西川 潔） 教育次長。
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○教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 南国市内の小学校６年生が使用する社会科の副読本

「南国市の歴史」の中に、紀貫之と土佐日記の旅という項目で９ページにわたり記載がござい

まして、紀貫之について学んでおります。特に、国府小学校におきましては、毎年８月下旬に、

国府史跡保存会の主催により、地域の方々とともに６年生児童全員が滋賀県にある紀貫之の墓

を訪問し、墓前での土佐日記暗唱、朗読や俳句作りなどを行うほか、「土佐日記門出のまつ

り」では、学校教育活動の中で取り組んでいる土佐日記の暗唱の披露や、まほろば囃子の奉納

も行っております。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。この顕彰につきまして、今後ともよろしくお

願いしたいと思います。

土佐日記の紀貫之とのせっかくの縁を大事にし、貫之が詠んだ歌とか和歌には、日本人の心、

本当に殺伐とした時代じゃない、そういう四季折々の花鳥風月を詠んだような歌があります。

心の中からの和歌というのは、今日本の中でも結構ブームになっておりますので、これからの

まちづくりに、例えば姉妹都市の関係を考えるとか、仮名文字甲子園とか、土佐日記の絵本を

作るとか何か、せっかくの文化でございますので、こういった脈々と引き継がれた文化を、こ

の南国市も貴重な財産として受け継がれていってもらうようにお願いしたいと思います。

続きまして、２問目に防災対策についてお聞きいたします。

以前にも同僚議員、そして昨日も西山議員から提案がありました災害時のトイレのことです

が、私から災害派遣のトイレトレーラーの導入について再度お聞きしたいと思います。その後、

検討がなされたのかをお聞きしたいと思います。

○副議長（西川 潔） 危機管理課長。

○危機管理課長（山田恭輔） 現在、全国の市町村での導入が進んでおりますトレーラートイ

レは、一般社団法人助けあいジャパンが進める、被災自治体にトレーラートイレを派遣するプ

ロジェクトに賛同した自治体がトレーラートイレを購入しております。本市におきましても、

これまでに幾度かトレーラートイレの配備の御提案をいただきまして検討をしてまいりました

が、本市の脆弱性を踏まえた対策を順次進めている状況のため、まだ導入に至っておりません。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） 導入についてですが、これは総務省の消防庁の緊急減災・防災事業債

の仕組みとして使えるようなんですが、自治体によりますと、地方交付税の例えば初期導入の

７割のものを、足らないところはクラウドファンディングで募集して、あるいはふるさと納税
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を使いながら協力して、それで導入してるようなんですけども、その辺につきまして前向きな

回答をお伺いいたします。

○副議長（西川 潔） 危機管理課長。

○危機管理課長（山田恭輔） このトレーラートイレを導入するに当たって考慮しなければな

らないことは、トレーラートイレの移動には牽引免許が必要なことでございます。このような

中、愛媛県宇和島市で導入された自走式トイレカーの情報を得ることができました。このトイ

レカーは、軽四トラックの荷台に２室のトイレを常備するものでございまして、また別に多機

能型と言われる1,500㏄の車両においては、車椅子対応となっているなど、機能的にはトレー

ラートイレと変わりはございません。また、牽引免許は必要ではなく、普通運転免許で移動さ

せることが可能であるため、トレーラートイレよりも機動力があると考えられ、この自走式ト

イレカーも視野に入れ、今後検討をしてまいります。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。

私が想像してました洋式水洗トイレ、４つあるものとかに比べますと、運転の牽引車の免許

が要らないということでありますと、導入も比較的しやすいのではないかということで、別の

市によりますと、その運転免許を取る費用も市も助成してやってるようでございますけども、

自走式のトイレトレーラーでしたらそういうこともないので、ぜひとも一日も早く導入をお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、これも何回か要望しておりますが、十市の沿岸部の津波避難タワーの建設についてで

す。

この前いろいろ、先ほども構想がちょっと変わってきたということでございますけども、現

在沿岸部の津波避難タワーの進捗状況をちょっとお聞かせ願います。

○副議長（西川 潔） 市長。

○市長（平山耕三） 本市の津波避難対策につきましては、津波避難対策、命山構想に基づき、

市沿岸部でおおむね５分で避難可能な範囲に、津波の緊急避難場所の整備を行いました。しか

しながら、近年頻発する豪雨災害や土砂災害に関する新たなハザードエリアの指定など、新た

なリスクが判明したことによりまして、南国市国土強靱化地域計画における脆弱性評価の観点

から、改めて各地域の複合災害に対する対策につきまして、本年令和５年３月にアクションプ

ラン事業の追加変更を行ったところです。この中で整備した避難路の安全性の確保が厳しくな

った大小浜地区などに、津波避難タワーの整備を事業として追加しておるところでございます。
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今後は、有利な財源の確保に向け、取組を進めてまいりたいと思っております。以上です。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。大変、地域の皆様が安心される答弁だと思い

ます。本当にありがとうございます。一日も早く実現させていただきたいと思います。

大小浜地区に至っては、小浜地区にありました農協の購買もなくなりましたので、建設場所

としてそこがふさわしいかどうか分かりませんけども、地域の皆様と相談していただきまして、

ぜひとも一日も早く実現していただく。それと、札場地区とか、あるいは坪池地区の皆さんも

含めまして一緒に考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

防災についての最後にまたとてつもない話なんですけども、今まで、丁野議員もそうですけ

ども、お聞きしてますと事前復興のまちづくりの計画ということで、地域防災拠点の、先ほど

丁野議員も言われてましたけども、私からは十市の沿岸部の山沿いにあります昔の栗山城址と

いう、そこの城跡なんですけども、文化財のこともありますから難しいかも分かりませんけど

も、油利さんに聞きますと、名前を出していいかどうか、問題じゃないんじゃないかというこ

とで、そこで栗山城址の跡地へ整備して、ふだんは太平洋を眺められる、ちょっとした飲食も

できる、まあ理想ですよ、桂浜の構想みたいに変に言われたらあれですけども、全くあれです

けども、私が思うに太平洋を見ながら食事もできるようなことで、そしていざというときには

避難場所として使えるようなそういうものが、高台といいますか平地ができて、南の方々のそ

ういう安心・安全な場所として整備ができないものかと思いましてお聞きいたします。

○副議長（西川 潔） 危機管理課長。

○危機管理課長（山田恭輔） 現在、東日本大震災を受け、復興までの時間を少しでも短縮す

ることを目的に、あらかじめ復興計画の素案となる事前復興まちづくり計画の策定が求められ

ております。令和３年度には、高知県事前復興まちづくり計画策定指針が策定されたことを受

け、本市におきましても、本年度庁内の横断的な体制をつくり、南国市事前復興まちづくり計

画の策定に向けた勉強会の実施や、資料収集などの事前準備を行った上で、６年度から計画策

定に着手する予定としております。この計画策定において、具体案を検討してまいります。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ぜひともその具体案の中へ、こういったことも話してたなという頭の

隅に置いていただければありがたいかなと思います。先ほども言いましたけども、やはりふだ

んからも使えるような場所であるほうがいいんじゃないかと思います。せっかくの広場を作っ

たって、ふだんから使わないと何のこともありませんから、ふだんからそういう憩いの場とか
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やって、いざというときにはそういうところへ避難して、仮設住宅も建てられるような場所が

理想だと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたしたいと思います。これから災害ごみに

つきましても、南国市としましても、ごみ置場とかいうのをこれから考えていかなければなら

ないと思いますので、また一緒になって考えさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

３問目には、５月21日にグランドオープンしましたＭＩＡＲＥ！の課題についてお伺いいた

します。

まず、美術品などの寄贈に関することについてお伺いいたします。

先日、美術関係者の方が、実は現在活躍されている彫刻作家から作品を無償でもらい受ける

ことができるので、ＭＩＡＲＥ！の方にもらいませんかと御相談されたら、意にあらず断られ

たと。まさかということで、大変憤慨をされていました。冷静になって憤慨される意味をいろ

いろ後で担当の方に聞いてみましたけども、大体意味は分かりますけども、まずそのことの事

実についてお伺いしたいと思います。

○副議長（西川 潔） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 彫刻作家の寄贈の話があり、お断りをしたことは事実でござい

ます。その理由については、ＭＩＡＲＥ！は文化芸術の発展に資することを目的の一つとした

施設ではありますが、子供から高齢者まで多様な利用者の様々な活動、交流を目的とした施設

でもあります。また、災害時には防災拠点としての役割を担うことになります。来館者の安全

確保の点と、限られたスペースの中での避難経路、動線の確保などの点から、一定のスペース

を必要とするような作品の受入れと恒常的な展示につきましては現在のところ考えておりませ

んので、御理解をお願いいたします。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） 分かりましたけども、まず作品も見ずに避難経路の話とか、そこのあ

たりもちょっと腑には落ちないことがあるんですけども、作品の大きさとか、どのような作品

とか、どういうことであるか詳しく聞いて、じゃあここやったら避難経路の邪魔をするからと

いうことが後づけみたいに聞こえます。それはそれとしていいです。確かに、危険性、そして

今言うたような避難経路の邪魔になるということであれば無理のないことでございましょうけ

ども、今後図書館もできます、いろんな方から作品の寄贈とか、そういうことも増えてくると

思います。そこで、これらのもらい受ける場合の寄附、寄贈に関しての何かものがありますか、

お聞かせください。
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○副議長（西川 潔） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 寄附、寄贈に関しましては、現在南国市が用意している寄附申

込書に必要事項を記入してもらい、庁内で決裁をしてから受入れを行っております。作品のよ

しあしではなく、その施設に受入れをして問題がないかどうかを基準に、担当課ごとに判断を

行っております。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） そこで、作品のよしあしは大変大きな問題になるとは思うんですよ。

だから、そこのあたりをどうも寄附申込書だけで受け付けるということ自体が、大変何か美術

品に対しての思いやりといいますか、その考えはないんじゃないかなと。何か冷たいような、

ただ単なる物じゃないんですよね。やはり、美術品となればそれ相応の方が持ってきたような

作品であるものだと私は思うんですけども、それを単なるよしあしとかというのじゃなくて、

それを受け付けることにしていること自体が、私は今の何か、南国市の今までの対応とあまり、

だから文化とかそういう面で大変何か冷たい考えを持ってらっしゃるんじゃないかなと思って

おります。

そこで私からは、例えばよそにありますけども、美術品の寄附、寄贈に関してという要綱な

どがよそにはあるわけですよ。これには、例えば寄贈した作品が国内外で活躍されている方と

か、あるいは南国市からのゆかりの方であるとか、そういうものの価値のあるものの方をとい

う羅列をしておりまして、最終的にはその申し込むものが出たときには、別の何人かの構成に

よってその作品のよしあしを決め、そしてそれで受け付けると。そこではねられたら当然文句

もできませんから、そのようなことをやっておくべきだと思うんですよ。今の申込書だけであ

ったら、どこでどうやって断るんですか。だから、断る理由をつけるあれじゃないですけども、

それは見合うべきものの作品なのか、南国市の今後の財産になるようなものであれば、喜んで

受けるべきものじゃないですか。

よその、例えば教育次長も一緒に行かれましたけども、大和市なんかには、庁舎の玄関には

２体ほどブロンズ像があります。いろんなところの中に入っても、絵画の作品もありますから、

南国市に絵画の作品が廊下にありますか。今後、図書館とかそういうところにありましたら、

ブロンズの、先ほど最初に言われた方の作品というのは、なかなか新人、若いほうですけども、

南国市にゆかりのある大変すばらしい作家なんですよ。その作品も見ずに、多分見てないと思

うんですよ。写真でも見てそういうことをやりながら、じゃあこれはふさわしいかどうかとい

うことに照らして、そこは考えてみるべきものではないですか。それは、ですから要綱を作る
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べきだと思いますけども、再度お願いします。

○副議長（西川 潔） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 議員が提案された件につきましては、今後研究をしてまいりた

いと考えます。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） 研究か検討か、どっちが重いか分かりませんけども、よろしくお願い

いたします。

次に、入り口から入りまして、左へぐっと曲がったところにパンフレットの陳列棚がありま

すが、ところが不思議なことにその棚の上にはピクチャーレールがついてるわけですよ。どう

やってピクチャーレールに絵画を展示できるのかと不思議に思います。ですから、これはこの

下にあるパンフレットはしっかり壁にくっついておりますけども、この壁面を利用するように

できるようにするべきじゃないですか。

○副議長（西川 潔） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 議員の御指摘のとおり、パンフレットの陳列棚の位置は、ホワ

イエでの作品提示に支障があり、来館者の目に触れにくい場所にあると認識しております。よ

り適切な場所に設けることができないか、費用面も含めて可能な方法について研究をしていき

たいと考えております。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） 分かりました。

私が思うには、エレベーターの横に２段掛け、２段ぐらいにしてパンフレットを置く場所を

構えたらどうかなと。パンフレット自体もあんなところに置かれますと、なかなか見る機会も

ないと思うんですよね。そうすると、向こうへ移動しますと、ピクチャーレールを入れた壁面

も利用できるということでありますので、早急に検討をお願いしたいと思います。

次に、ホワイエの使用料についてお聞きします。

ホワイエというのは通路のような場所であると私は思っておりますので、県立美術館であり

ますとか、かるぽーとでありますとかという廊下は、特別な催しのとき以外は無料で貸出しを

してるわけですよ。ですから、ＭＩＡＲＥ！もホワイエの貸しスペース料、僅かな金額であり

ますけども無料とするべきではないですか。

○副議長（西川 潔） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 一般的に、ホワイエはホールの入り口から観客席までの通路で
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あり、開演前や休憩時間における社交の場、また公演に関連した物品の販売などに利用される

スペースとして、ホールと一体的に利用される機会が多いのではないかと考えます。それに対

しまして、ＭＩＡＲＥ！のホワイエは、そのような機能に加えて、ホールの公演中でも独立を

してホワイエのみを使用することが可能とすることで多様な使い方ができるのではないかと考

えており、受益者負担の原則から使用料の負担を求めております。ＭＩＡＲＥ！の運営につき

ましては、市民の御意見を賜りながらよりよいものにしていきたいと考えておりますので、御

理解、御協力をよろしくお願いいたします。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） 結局、２階の公民館の鏡張りの部屋も展示場としても使えないという

ことがありますので、ホワイエを使うしかないかなと思いますけども、ホワイエは基本的には

無料として、誰でも使いやすいように絵を時々変えていくようなことが望ましいと思います。

これで、３問目のＭＩＡＲＥ！については終わります。

最後、４項目めに、小学校６年生の提案よりということで、高齢者に優しい十市にするため

にはということにつきましてお聞きいたします。

先日、６年生に２回ぐらい授業に呼ばれまして、十市、緑ケ丘の高齢者、お年寄りの困り事

についてという社会科の授業でした。そこで、議会へ言うてくれということで、その授業に参

りまして、まとめましたので少し聞いていただければありがたいと思います。これはランダム

に作っておりますんで、十市の小学６年生に聞いた困り事ですんで聞いてください。

道路のところどころに軽いくぼみがあって、大雨が降ったときには車が進みにくいので、道

路を平面にしてほしいと。浜は結構お年寄りが多いから、遠いところに行くのは大変だから病

院やお店を増やしてほしい。高齢者が立ち話をしているという課題があるから、屋根があって

雨の日でも話せるスペースを作ってほしい。高齢者が暑い中歩いたり、話をしたりしていると

いう課題があると思うので、石土池の周りに屋根つきの休憩所を作ってほしい。錦城公園の道

ががたがたなので整備をしてほしい。尾崎公園などの遊具がさびているから新しいのに変えて

ほしい。天神公園でボールが使えないので、何とかなりませんかなどなどがありました。ここ

で全部の答えをお聞きするのもあれですから、主に公園の要望が多いと思いますので、都市整

備課のほうでお答えしていただきたいと思います。

○副議長（西川 潔） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） 公園に関する御要望についてお答えをいたします。

まず、錦城公園の道ががたがたになっているということにつきましては、錦城公園の遊歩道
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は、長い間の風雨によりまして土舗装の侵食が進んで傷んでおります。昨年、散水栓ボックス

が露出した危険な箇所につきましては土舗装を施し、応急的に改修いたしましたが、遊歩道全

体の改修に至っていない状況でございます。誰もが安全・安心して公園を御利用していただけ

るよう、遊歩道の改修整備をしてまいりたいというふうに考えております。

次に、尾崎公園の遊具の更新のことにつきましては、尾崎公園の遊具は公園ができたときか

らのもので、老朽化が進んでおります。既に、危険性の高い遊具は撤去しておりますので、現

在残っているのはさびた滑り台のみとなっております。遊具につきましては、できるだけ早く

新しいものに更新してまいりたいと考えております。

最後に、天神公園でボールが使えないことにつきましては、公園は小さなお子様から高齢者

まで様々な人々が利用いたしますので、公園内でのボール遊びは危険性があると認識しており

ます。また、ボールが公園の外に飛び出したりして、車や民家に当たることも考えられます。

このようなことから、本市では公園でのボール遊びを禁止しておりますので、御理解と御協力

をよろしくお願いいたします。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。

先ほどの天神公園のことで、昨日たまたま別の子が、小さい子も遊べるんやったら、どっか

に大きい子の遊べるところと区別するような柵でもこしらえたらどうかということも言ってま

したんで、一つの参考としてよろしくお願いします。

そこで、紹介しましたけども、これを受けて担任の先生は、これが本当に、ただ坂が多いか

ら坂を削ってほしいとか、ただそれだけが本当に高齢者のための幸せになる提案なのか、お年

寄りに、高齢者に寄り添った幸せに暮らせるためにという話で、本当にそうなのかということ

で、次にはまとめてくれました。

そしてそこで、この中で高齢者としまして一番多かったものは、高齢者の移動手段について

でした。十市、緑ケ丘は、先ほど言いましたけども本当に坂が多いということで、みんな坂の

ことばかり書いていました。中には、エスカレーターをつけてくれとか、坂に手すりをつけて

くれとか、大変なすごい意見も出ましたけども、子供たちのことですんで、そういう思ってる

ことだと思いました。

その中から質問をしてみたいと思いますけども、高齢者の移動手段としまして、さっきも免

許返納もありましたから、買物なんかに不便だとか、移動手段ということでＮＡＣＯバスを団

地内にもっと走らせてくれないかという素朴な話がありますんで、企画課長にお聞きします。
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○副議長（西川 潔） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） 現在、ＮＡＣＯバスにつきましては、生活バス路線としまし

て、定時定路線型の運行としており、十市、緑ケ丘地区におきましては、医療センター～十市

～後免町線が、石土池の南の県道14号春野～赤岡線経由と、十市公民館前から緑ケ丘２丁目、

３丁目バス停を運行する緑ケ丘経由の２系統が交互に運行をしております。

御質問にあります団地内の運行につきましては、現在の医療センター～十市～後免町線とは

別に新たな路線として整備するということについては、やはり経費が増大するという課題もご

ざいますので、現在の路線を全便、あるいは特定の便において団地内のほかの経路について、

路線として活用するということが望ましいのではないかと考えております。地域の皆様にとり

ましてどのような運行が望ましいかということについて、また利用者や地域の声をお聞きした

いと思います。以上です。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） では、この中で子供がトゥクトゥクというのとか、人力車で走らせた

らどうかという話もありました。トゥクトゥクまではいかんけども、中には無人の自動車で走

らせてみたらどうかということもありますけども、永平寺町では新しく社会実験として、自動

運転を走らせてることがありますけども、それについてちょっと御見解をお願いします。

○副議長（西川 潔） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） 県内におきましては、昨年８月21日から28日の８日間でござ

いましたけれども、ＪＲ四国、四国地方整備局、高知県、四万十市が、ＪＲ予土線の利用促進

と沿線地域の産業振興、また持続可能な公共交通の実験を目的といたしまして、自動運転車両

を活用した短期の実証実験を行っております。場所につきましては、ＪＲ江川崎駅から道の駅

よって西土佐までのおよそ１キロの区間で144便を運行をしました結果、対向車との擦れ違い

などで手動操作に切り替えるケースはあったものの、事故などはなくて、安全性を確認できた

との検証結果が報告をされております。地域公共交通におきましては、全国的な運転士不足が

課題となっていることから、自動運転車両の導入は今後期待がされております。

本市におきましても、ＮＡＣＯバスをはじめとする地域公共交通維持確保のためにも、この

自動運転車両の地域公共交通への導入は大変意義のあるものと捉えております。現在の自動運

転のレベル、また関係法令によりますと、本市の場合、自動運転車両を導入できる箇所という

のは非常に限られるかとは思いますけれども、全国の事例等を参考にしながらまた検討してい

きたいと思います。以上です。
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○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございます。

なかなかハードルは高いと思いますが、先ほど御紹介しました特に十市のニュータウンにつ

きましたら、日中はあまり車も通ってなく、歩く人も少ないということで、利用者という点で

はどうかも分かりませんけど、まず交通事故という点の危険性というのはかなり低いと思いま

すし、道路も整備されております住宅地です。ですから、そのニュータウンの中を、買物客と

かいろんな、歯医者さんとかに通うのに社会実験的に自動運転を考えていただくのも一つの、

南国市では理想の土地だと思いますけども、ぜひ検討して取り組んでいただきたいと思います。

要望して終わります。

最後に、御紹介しましたように小学６年生ですけども、いろんな幅広い意見といいますか、

面白いことを言ってくれました。最後には、みんな要望じゃなくて、みんなでできることは何

かないかえと私から言いまして、そしたら、ごみ出しができるとか子供たちは大変前向きな、

あるいはプルタブを集めて車椅子を買うてやったらどうかとか、そういったもの。買物の手伝

い、僕はこの前買物を忘れちょった人に買物を届けちゃったとか、そういうボランティア精神

も生まれておりました。このことにつきまして議会への、議会を身近に感じて、そして行政と

はどんなものか、そして税金を集めたらみんなエスカレーターもできるわね。けんど、税金が

高うなるぜというたら、いや、それは困ったねとかと言うたり、そういう声もあります。いろ

んな子供たちも勉強しております。

そこで、前々から私も提案しておりますけども、子ども議会につきまして何とか前向きに御

検討いただきたいと思いまして、最後にお聞きして終わりたいと思います。

○副議長（西川 潔） 教育長。

○教育長（竹内信人） 今日、土居恒夫さんの質問をお聞きしてまして、執行部側のほうが、

できませんですとか、困難ですが非常に多かったんで、最後に私に回って、加えてこれはでき

ませんと非常に言いにくい状況に置かれておりますが、十市小学校の６年生の授業に、学習活

動につきましては、これは社会科で私たちの暮らしを支える政治という単元がありまして、身

近な地域の様子とか住民たちの願いに着目して、人々の願いをかなえるための学習活動だとい

うふうに思っております。子供たちが主体的にまちをよくするための素直な意見でありまして、

目のつけどころに驚かされるところもありました。まさに、主体的、対話的深い学びの実践で

あるというふうに考えております。

さて、子ども議会についてですが、こういった学習活動の延長線上であれば、子ども議会に
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つなぐことにより学習が深まり、実際に議会に登壇するということによって、臨場感とか達成

感とかそういったものもありますし、また学習活動の延長線上ということで考えましたら、代

表者一人の利益に終わることなく、全体への広がりや効果もあり、有益であるというふうには

考えております。しかし、現状では、学校は授業時数の確保に大変苦心をしておりまして、行

事の精選をしておる最中でございます。例えば、試行的に運動会を半日開催にするとか、修学

旅行２泊３日を１泊２日にするとか、また一方では平日５時間授業を実施して、ゆとりを持っ

た学校生活をというような試行を現在しておる最中でございますので、新たな行事を今ここで

入れるということは大変無理があるように思っております。

中学校のほうでは、まちづくりとか市政との関わりということで、生徒会活動の年間活動計

画の中に、市長とのドリームトークというのが位置づけられておりますし、長年続いておりま

すので、こういった取組というのは今後も続けてまいりたいというふうに考えております。

○副議長（西川 潔） 土居恒夫議員。

○１１番（土居恒夫） ありがとうございました。

恐らくそうなると思いましたけども、オンライン議会とか何とかもできるかも分かりません

けども、市長も出ていただいて、オンラインでやるのも一つの手じゃないかと思います。

これで私の一般質問は終わります。どうもありがとうございました。

―――――――――――＊―――――――――――

○副議長（西川 潔） お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（西川 潔） 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

明15日の議事日程は、一般質問であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて延会いた

します。

御苦労さまでした。

午後２時７分 延会


